
「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　「高齢者保健福祉施策」に対する事業評価

１　生きがいのある充実した生活の支援
　（１）高齢者の就労・社会参加支援
　①高齢者の就労支援

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

1

シルバー人材
センターへの
支援の推進

高齢者の方の就業の場を提供す
るシルバー人材センターに対し
継続的に補助金の交付を行うほ
か、加入者の方の促進や就業率
の向上をめざし、事業内容の広
報支援を行います。
<目標>
就業率　９０％以上

介護福祉
課

シルバー人材センターに対し、
補助金を交付することで、働く
意欲を持った健康な高齢者につ
いて、能力や知識・経験をいか
した就労の場を確保する。事業
の拡充を支援・啓発し、活動拠
点の整備を図っていく。
令和元年度補助金決定額
39,349,000円

補助金を交付することで、働く意欲
を持った健康な高齢者について、能
力や知識・経験を活かした就労の場
を確保し、社会参加の促進を支援し
た。新規事業の拡大により、損益が
黒字となった。また、労働者派遣事
業についても、大幅な収益増となっ
た。
令和元年度補助金決定額
39,349,000円

Ａ

就業率は87％であったが、多摩26市
における人口10万人以上の自治体の
中での就業率が依然上位である。積
極的な就業活動の結果、大学等の施
設管理業務、駐輪場管理等の新規事
業を獲得し、また、労働者派遣分野
においても積極的に就業活動を行っ
ており、高齢者の就業機会の確保に
貢献したから。

シルバー人材センターに対し、
補助金を交付することで、働く
意欲を持った健康な高齢者につ
いて、能力や知識・経験を活か
した就労の場を確保するととも
に、事業の拡充を支援・啓発す
る。また、シルバー事務所等の
移転を控え、引き続き活動拠点
の整備を図る。
令和2年度補助金決定額
42,145,000円

2

「こがねい仕
事ネット」に
おける就労支
援の充実

市が運営する就労支援サイト
「こがねい仕事ネット」におい
て、高齢者の方も含めた就労等
に関する情報提供やセミナー等
の情報提供を積極的に行い、高
齢者の方の就労支援を行いま
す。

経済課 就労支援サイト「こがねい仕事
ネット」に、高齢者向けの就労
支援セミナーや就職面接会等、
就労等に関する情報を掲載す
る。

高齢者向け就労支援セミナー掲載件
数：18件
高齢者向け面接会掲載件数：4件

Ａ

就労支援サイト「こがねい仕事ネッ
ト」に各種セミナー、イベントの情
報を掲載し、継続して高齢者向けの
就労支援情報を周知することができ
た。

就労支援サイト「こがねい仕事
ネット」に、高齢者向けの就労
支援セミナーや就職面接会等、
就労等に関する情報を掲載す
る。

※ 「事業評価」の評価基準

令和元年度

　　　Ａ…　ほぼ事業内容を達成した。

　　　Ｂ…　改善、検討を要する点はあるが、事業内容をある程度達成した。

　　　Ｃ…　事業内容を達成したとは言えず、現状について大きな課題がある。

　　　Ｄ…　未実施

担当課
番
号

事業の内容
事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②生涯学習・生涯スポーツの推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

3

市内大学等と
の連携による
活動支援の検
討

東京学芸大学・東京農工大学等
の連携校とともに高齢者の方の
ニーズに対応した講座・セミ
ナー、プロジェクトを企画・実
施します。

介護福祉
課

昨年度の取り組みを継続すると
ともに、高齢者のニーズを把握
しながら内容の調整を図る。

総合学院テクノスカレッジの学生の
協力を得て、高齢者向けの各種講座
を実施。また、東京学芸大学では構
内を活用したウオーキングを実施
し、高齢者の活動支援につなげた。

Ｂ

事業内容は達成できているが、高齢
者のニーズについては継続的に把握
していく必要があるため。

昨年度の取り組みを継続すると
ともに、生活支援体制整備事業
等を通じて高齢者のニーズを把
握し、内容の調整を図る。抽出
されたニーズによっては、他の
連携校との協力も検討する。

4

健康・スポー
ツ活動の支援
の充実
※他計画再掲

シニアスポーツフェスティバル
等、高齢者の方の健康の維持・
増進を図るとともに体力づくり
を通して明るく充実した日常生
活が送れるように努めます。

生涯学習
課

大会期間は、令和元年5月11日～
令和元年7月3日とし、大会数
（開会式・新舞踊アトラクショ
ン含む）は例年と同様の16大会
を予定している。

大会期間：令和元年5月11日～7月3
日
大会数：16大会（開会式・新舞踊ア
トラクション含む）
参加者数：927人（開会式・新舞踊
アトラクション含む） Ａ

各大会ともに盛り上がり、中・高齢
者の健康の維持・増進を図るととも
に、体力づくりを通して明るく充実
した日常生活目指すという事業目的
は達成することができた。参加者数
についても前年度の906人から増加
した。
今後も適宜事業内容を見直し、ス
ポーツの推進に努めていく。

例年と同時期の大会実施を予定
していたが、新型コロナウイル
ス感染症感染防止のため、令和
２年度の大会は中止となった。

5

文化学習事業
の充実

各公民館において高齢者学級や
各種講座を実施するとともに、
自主グループの支援を行いま
す。

公民館 高齢者学級（生きがい広場、け
やき学級、くりのみ学級、みど
り・朴の樹学級、はなみずき学
級）
介護サポーター講座
認知症カフェ

高齢者学級（生きがい広場：15回延
べ522人、けやき学級：20回延べ636
人、くりのみ学級：18回延べ569
人、みどり・朴の樹学級：15回延べ
538人、はなみずき学級：15回496
人）
介護サポーター講座：5回延べ86人
認知症カフェ：22回延べ558人

Ｂ

講座数前年度比＝100％
実施回数前年度比＝95.6％
延べ参加者前年度比＝101.9％

新型コロナウイルスの感染拡大を防
止するため認知症カフェを一部中止
としたが、ほぼ前年度実績と同規模
で実施できた。

高齢者学級（生きがい広場、け
やき学級、くりのみ学級、みど
り・朴の樹学級、はなみずき学
級）
介護サポーター講座
認知症カフェ

令和元年度番
号

担当課事業の内容
事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③交流の場の確保と推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

6

敬老行事等の
継続

高齢者の方の長寿をお祝いする
とともに、楽しいひと時を過ご
せるよう、高齢者の方（シル
バー人材センター）自らの企画
による敬老会等を引き続き実施
します。

介護福祉
課

老人福祉法の趣旨に沿い、高齢
者の長寿をお祝いするととも
に、楽しいひと時を過ごしてい
ただくため、高齢者（シルバー
人材センター）自らの企画によ
る敬老会を実施。また、一定の
年齢に達した方には、高齢者記
念品の贈呈を行い、長寿のお祝
いをする。

（敬老会）
敬老の日（9/16）に実施。人気演歌
歌手等による演芸や、健康体操等を
開催し好評を博し、長寿のお祝いに
相応しい会となった。来場者は
1,458人。

（高齢者記念品）
88、99、101歳以上の高齢者には商
品券を贈呈。100歳の高齢者にはカ
タログギフトを贈呈し、うち4人に
対し、市長による自宅訪問を実施し
た。

Ａ

長年に渡り、社会に貢献した高齢者
の長寿をお祝いする目的で事業実施
しており、敬老会及び高齢者記念品
事業において、感謝の声が多数届く
など、高齢者に好評を博し、老人福
祉増進に係る責務を果たせたから。

（敬老会）
感染症拡大の影響により、中止
を決定。

（高齢者記念品）
99、100歳の高齢者に対し、長寿
のお祝いをする。

7

おとしより入
浴事業の継続

高齢者の方の憩いの場を提供す
ることを目的として浴場組合と
協力し、世代を越えた交流の場
となるよう、６５歳以上の高齢
者の方と小学生以下の児童を対
象に無料入浴デーを実施しま
す。また、広報を充実する等の
取り組みを行い、事業の啓発に
努め、利用の促進を図ります。

介護福祉
課

今後においても、菖蒲湯（5
月）、薬湯（8月）、敬老湯（9
月）、銭湯祭り（10月）、柚子
湯（12月）、朝湯（1月）、レモ
ン湯（2月）を実施する。大勢の
市民が訪れ、高齢者と子ども及
び高齢者間の交流促進の場の提
供に努める。

（令和元年度実績）
菖蒲湯（5月）：152人、薬湯（8
月）：140人、敬老湯（9月）：143
人、銭湯祭り（10月）：132人、柚
子湯（12月）：155人、朝湯（1
月）：138人、レモン湯（2月）：
131人の計991人。大勢の市民が訪
れ、高齢者と子ども及び高齢者間の
交流促進の場の提供に努めた。

Ａ

多数の市民が訪れ、多世代交流をは
かることができたから。

感染症拡大防止策が講じられる
中、公衆浴場法上、銭湯は「市
民の日常生活において保健衛生
上必要な施設」であると定義さ
れ、国や都における休業要請か
ら除外されている。よって十分
な策を講じ、可能である限り、
菖蒲湯（5月）、薬湯（8月）、
敬老湯（9月）、銭湯祭り（10
月）、柚子湯（12月）、朝湯（1
月）、レモン湯（2月）を実施す
る。

8

高齢者いきい
き活動事業の
推進

高齢者いきいき活動推進員が中
心となり、趣味、体操等、健康
増進活動、各種講座、そのほか
の高齢者生きがい活動を実施し
ます。また、いきいき活動講座
については、促進に向けて、広
報等の充実を図ります。
＜目標＞
高齢者いきいき活動講座参加率
100%

介護福祉
課

高齢者いきいき活動推進員が中
心となり、趣味、体操等、健康
増進活動、各種講座、高齢者の
生きがい活動を実施します。ま
た、いきいき活動講座について
は、促進に向けて、広報等の充
実を図る。

（令和元年度実績）
講座（56回）
受講者数（1,622人）
募集人数（1,854人）

参加率88パーセント

Ｂ

受講内容の充実をはかり、高齢者の
生きがいの活動の支援に努めた。し
かし、感染症拡大の影響から、講座
の中止を余儀なくされ、参加率が目
標を下回ったため。

感染症拡大防止のため、年度当
初から講座を中止している状況
である。よって目標を達成する
ことは困難であるが、感染症拡
大の収束後、滞りなく、講座が
実施できるよう、委託先の社協
と情報共有を図った上で、高齢
者いきいき活動推進員が中心と
なり、趣味、体操等、健康増進
活動、各種講座、高齢者の生き
がい活動を実施するよう努め
る。また広報等の充実を図る。

事業名称
(☆新規項

目)

令和元年度番
号

担当課事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

9

老人クラブ
（悠友クラ
ブ）活動支援
と高齢者いこ
いの部屋利用
の推進

高齢者の方の生活を健全で豊か
なものにし、高齢者の方の福祉
の増進に資することを目的とし
て補助金を交付し、健康づくり
に係る活動を支援します。ま
た、市内の老人クラブ（悠友ク
ラブ）や高齢者グループ等の定
期的な地域活動や、健康増進を
目的とする活動のための会場と
して「高齢者いこいの部屋」の
支援も行います。
＜目標＞
高齢者いこいの部屋稼働率　65%
以上

介護福祉
課

引き続き、市内老人クラブ（悠
友クラブ）が、社会奉仕活動、
健康を進める事業、生きがいを
高める活動、友愛活動等を実施
し、高齢者の健康づくりに貢献
できるよう、補助金交付を継続
していく。また、高齢者いこい
の部屋の稼働率を上げられるよ
う備品整理等を行い、室内環境
をよくすることで、申込の増加
を図る。

〈老人クラブ〉
悠友クラブ連合会補助金交付金額：
３，５４０，０００円
悠友クラブ（単位クラブ１３クラ
ブ）補助金交付金額：４，３６３，
５００円（返還金：５，７１４円
有）
〈いこいの部屋〉
稼働率　５４.９％

Ｂ

〈老人クラブ〉連合会・各単位クラ
ブが、補助金を利用し、各活動を概
ね行うことができたが、新型コロナ
ウイルス感染症流行以降、一部実施
できなかったため。
〈いこいの部屋〉
目標を下回ったため。昨年度と同様
の課題もあるが、昨年度において
は、２月中旬より、市から新型コロ
ナウイルス感染症予防のため利用自
粛を呼び掛けるなどし、稼働実績が
下回ったことも原因としては大きい
と考えている。

市内老人クラブ（悠友クラブ）
が、新型コロナウイルス感染症
予防に留意しつつ、社会奉仕活
動、健康を進める事業、生きが
いを高める活動、友愛活動等を
実施し、高齢者の健康づくりに
貢献できるよう、補助金交付を
継続する。
また、新型コロナウイルス感染
症予防に留意しつつ、どのよう
にしたら、高齢者いこいの部屋
の稼働率を上げられるか、検討
する。

10

高齢者（いき
いき）農園の
継続
※他計画再掲

農地所有者の方の協力を得て、
６０歳以上で耕作地を持たない
高齢者の方に対し、高齢者（い
きいき）農園事業を継続しなが
ら、野菜や草花等の栽培・収穫
を通じて高齢者の方の健康促進
と仲間づくりを図ります。

経済課 引き続き事業を行っていく。利
用者募集については2年に1度の
ため、募集は行わない。

農地所有者協力のもと、高齢者農園
事業を継続実施。利用者募集につい
ては２年に１度のため、募集は行っ
ていない。

①（東町二丁目高齢者農園）
　60区画、倍率2.18倍
②（中町二丁目高齢者農園）
　30区画、応募倍率4.03倍
〈利用者年齢層（歳）〉
　60～64（10.5%）、65～69
（25.3%）
　70～74（26.3%）、75～79
（23.2%）
　80～　（14.7%）

Ａ

高齢者農園の利用希望者は多く後期
高齢者の利用も37.9％と全体の約4
割を占めており、介護予防に繋がる
ことが期待されるなど高齢者農園が
コミュニティの形成と健康促進の役
割を果たしていると評価できる。

農地所有者の協力のもと、引き
続き事業を行っていく。令和３
年３月に前利用者の使用期間満
了に伴い、新規利用者の募集を
行う。

11

☆ひとりぐら
し高齢者会食
会・交流会の
実施

６５歳以上ひとり暮らし等の高
齢者の方に対し、会食を通じた
交流会を実施します。
＜目標＞
実施数　４か所

介護福祉
課

引き続き、令和２年度の実施に
向けて事業者と委託事業内容を
検討していく。

令和２年度の事業実施に向けて、事
業者と委託事業内容を検討し、予算
要求等、無事に行うことができた。

Ｂ

令和２年２月頃より新型コロナウイ
ルス感染症が国内に広まったことに
より、事業実施自体が危ぶまれるた
め

ひとりぐらし等高齢者会食会を
市内４圏域にて実施予定（各回
定員：１０名）であるが、新型
コロナウイルス感染症の出現状
況によっては、実施を見合わせ
ることも含め検討する予定であ
る。

令和元年度番
号

事業名称
(☆新規項

目)
担当課事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（２）健康づくり・介護予防の推進
　①健康づくりの推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績
事業
評価 評価の理由 事業予定

12

さくら体操の
推進

６５歳以上の高齢者の方を対象
に介護予防と健康増進を目的と
したさくら体操の自主グループ
を市内で活性化させるため、
様々な啓発イベントや体操の会
場に市内のリハビリテーション
専門職が巡回することで周知を
図ります。定期的に体操を行う
会場数や参加者数を増やすこと
をめざします。また、市内在
学・在勤で講座修了後、週１回
程度活動できる方を対象に、介
護予防の基礎知識を広く習得
し、さくら体操の自主グループ
で活動するボランティア（介護
予防リーダー）を養成する講座
を年１回実施します。
＜目標＞
さくら体操の会場数・参加者数
前年度5%増
介護予防リーダー養成　年１０
人以上

介護福祉
課

昨年度に引き続き、介護予防ボ
ランティア養成講座を実施し、
リーダーを各会場に配置する。
　また、既存のリーダーたちに
対しても、研修事業やリハ職の
巡回などにより、意欲の向上に
努めることができる機会の提供
を実施する。
会場の新規立ち上げ等の相談が
あれば、包括支援センターの職
員を中心にサポートし、会場数
の増加を図り、既存会場の充実
及び新規会場の開設支援を実施
し、新規参加者数の増加を図
る。

既存の会場の継続支援としてリハビ
リテーション専門職が会場を巡回し
参加者へ助言、また体力測定会にも
参加し適切な測定及び助言を実施し
た。
介護予防ボランティア養成講座受講
者17人中5人がリーダーとなり活動
している。

Ｂ

年度末近くに予定していた周知関連
のイベント（お元気サミット、さく
らまつり等）について、新型コロナ
ウイルスの関係でイベント自体が中
止となったため実施することができ
ず、新規参加者を大きく増やすこと
ができなかった。
既存の会場については、新たなリー
ダーを配置するなど適切な支援に努
めた。

緊急事態宣言を受けすべての会
場で体操を自粛しており、参加
者の心身機能の低下が懸念され
るため。当面はこれを防ぐため
の措置を講じる。
4月にリハ職と連携し、屋内で可
能な簡単な体操を作成。市報
（予定）HP、チラシ等で周知を
図っている。
また、参加者の一部にアンケー
トを実施し、回答内容に応じて
介護予防に関する情報提供を行
う。
これらの内容については、さく
ら体操参加者だけではなく、広
く市民に周知し市内全体の高齢
者の介護予防につなげる。

13

健康相談・指
導の充実
※他計画再掲

健康保持・増進と疾病予防のた
めに健康や栄養、歯と口腔に関
する相談を実施するほか、医科
や歯科に関する講演会、健康づ
くり推進のための高齢者の方を
対象とした健康教室を開催し、
健康相談および指導の充実を図
ります。

健康課 成人健康相談は費用対効果の向
上を実現するため、年間6回に圧
縮するが、それ以外は概ね、平
成30年度と同様の事業を実施す
る予定。

成人健康相談を年間5回、歯科健康
相談を年間9回、栄養個別相談を年
間11回実施した。
健康講演会は前原暫定集会施設に
て、医師による講演6回、医師会館
にて医師による講演3回、歯科医師
による講演2回を実施した。
いきいき健康教室は上之原会館に
て、7月と9月にそれぞれ1回ずつ実
施した。

Ｂ

3月は新型コロナ感染症拡大防止策
のため中止となったが、それ以外
は、計画通りに実施することができ
た。

令和元年度の中止前の実施回数
で実施する予定。歯科健康相談
については、未就学児と小学1～
6年生を対象とした相談を新規に
実施予定。

令和元年度

番
号

担当課
事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績
事業
評価 評価の理由 事業予定

（特定健康診査）
実施期間：令和元年６月１日～
令和元年１２月３１日
特定健康診査受診者に、フォ
ロー健診として検査項目を上乗
せして実施する。

（特定健康診査）
実施期間：令和元年６月１日～令和
元１２月３１日
特定健康診査対象者：１６，２８５
人
特定健康診査受診者：８，４２１人
受診率（速報値）：５１．７％

Ｂ

（特定健康診査）
特定健康診査の受診率は、都及び全
国と比較し高い傾向であるが、国の
目標値（令和５年度６０％）の達成
に向け、各年度掲げている目標値に
は達していない。市民周知への強化
等、受診率向上への取り組みは要検
討である。

（特定健康診査）
実施期間：令和２年６月１日～
令和２年１２月３１日
特定健康診査受診者に、フォ
ロー健診として検査項目を上乗
せして実施する。

（後期高齢者医療健康診査）
実施期間：令和元年９月１３日
から令和２年１月３１日

（後期高齢者医療健康診査）
実施期間：令和元年９月１３日～令
和２年１月３１日
受診券発行枚数　：　１２，６３５
枚
受診者数　７，４６６人
受診率：　５９．１％（小数点以下
第二位四捨五入）

Ａ

（後期高齢者医療健康診査）
受診率は都内自治体中、高位である
ことから、概ね達成したと思われ
る。

（後期高齢者医療健康診査）
実施期間：令和２年９月１５日
から令和３年１月３１日
当該健康診査受診者が回答する
質問票について、厚生労働省の
検討結果を踏まえ、フレイル等
高齢者の特性を把握し、多面的
な課題に対応した保健指導の充
実を図るため、高齢者に特化し
た改定を行い、実施する。

健康課 平成30年度同様、原則として基
本検診項目と同時に、フォロー
健診項目である貧血検査、心電
図検査、血清クレアチニン検査
を全員受診することとし、引き
続き健康の保持増進の推進に期
待したい。

平成30年度同様、原則として基本健
診項目と同時に、フォロー健診項目
である貧血検査、心電図検査、血清
クレアチニン検査を全員受診した。 Ａ

事業予定のとおり、後期高齢者健診
受診者はフォロー健診項目（貧血検
査、心電図検査、血清クレアチニン
検査）を受診できたため。

前年と同様、原則として基本健
診項目と同時に、フォロー健診
項目である貧血検査、心電図検
査、血清クレアチニン検査を全
員受診していく。

15

感染症の予防
の推進

肺炎やインフルエンザの予防や
重症化を防ぎ、高齢者の方の健
康を保持するため予防接種法に
基づくワクチン接種を推進しま
す。

健康課 平成30年度同様、市報への掲載
等のほか、高齢者肺炎球菌にお
いては案内の個別送付を行うな
ど情報の普及啓発に努める。

市報への掲載等のほか、高齢者肺炎
球菌においては案内の個別送付を行
うなど情報の普及啓発に努めた。ま
た、インフルエンザにおいては、実
施期間を昨年同様に１月末まで実施
した。

Ｂ

達成はできたものの、引き続き周知
の工夫を行い普及啓発に努めていき
たい。

令和元年度同様、市報への掲載
等のほか、高齢者肺炎球菌にお
いては案内の個別送付を行うな
ど情報の普及啓発に努める。

16

高齢者のここ
ろのケアの充
実

高齢者の方の心理的状態（うつ
等）へのケアに関して、講演
会・研修会等を通じて、支援者
の方の意識を高め、高齢者の方
のこころの健康づくりの充実を
図ります。

自立生活
支援課

メンタルチェックシステム「こ
ころの体温計」の運用。
ゲートキーパー養成研修の実施
（市民向け1回、職員向け1回）

こころの体温計：アクセス数17,996
件
ゲートキーパー養成研修：2回実施
市民向け1回（22名参加）
職員向け1回（31名参加） Ａ

メンタルチェックシステムにより、
自身のメンタル状況を把握し、適切
な相談先を周知することができた。
職員や地域において、ゲートキー
パーを養成することにより、自殺予
防のためのこころの健康づくりの推
進を図ることができた。

メンタルチェックシステム「こ
ころの体温計」の運用。
ゲートキーパー養成研修の実施
（市民、事業所等を対象：３
回、職員を対象：１回を予定）

事業の内容 担当課

令和元年度

高齢者の方の健診の活用やかか
りつけ医との連携等により、特
定健診受診率の向上や、疾病・
ねたきり等へつながる、生活習
慣病の早期発見に努めます。ま
た、特定健康診査および後期高
齢者医療健康診査の受診者の
方、４０歳以上の集団健康診査
の受診者の方等を対象に、フォ
ロー健診として検査項目を上乗
せして実施します。

保険年金
課

14

番
号

事業名称
(☆新規項

目)

健康診査等の
充実
※他計画再掲
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

17

歯と口腔の健
康の充実
※他計画再掲

８０歳で２０本以上の歯がある
高齢者の方の増加をめざした
「８０２０運動」等を推進し、
市民の方を対象に成人歯科健康
診査を実施します。また、かか
りつけ歯科医の紹介をします。

健康課 平成30年度同様、歯科医師会に
おいて実施している「8020運
動」(10月実施）を後援し、市
報・ホームページ・ポスター等
で周知を図る。成人歯科健康診
査については、従来の25歳～80
歳から、20歳～80歳までの5歳刻
みの方に対象年齢を広げて実施
する。特に75歳、80歳の方の当
該健康診査については、平成30
年度から後期高齢者医療制度事
業費補助金を活用しているほ
か、令和元年度には口腔機能評
価を実施し、受診率の向上に努
める。
また、通院による歯科診療が困
難で、かかりつけ歯科医をもた
ない方のために、往診による受
診体制を確保する。

歯科医師会において実施している
「8020運動」(10月実施）を後援
し、市報・ホームページ・ポスター
等で周知を図り、20歳～80歳までの
5歳刻みの方を対象に成人歯科健康
診査を実施し、1768名の市民が受診
した。特に75歳、80歳の方の当該健
康診査については、令和元年度より
口腔機能評価を行い、オーラルフレ
イルを予防すると共に、その重要性
を周知した。
また、通院による歯科診療が困難
で、かかりつけ歯科医をもたない方
のために、往診による受診体制を確
保した。

Ｂ

成人歯科健康診査について、前年度
より受診者数が減少した。若年層の
受診率が低く、若年時からの意識付
けが重要であるため、引き続き普及
啓発に努めていく。高齢者について
は、口腔機能評価を取り入れること
により、オーラルフレイルの予防と
その重要性について周知を図ること
ができた。

令和元年度同様、歯科医師会に
おいて実施している「8020運
動」(10月実施）を後援し、市
報・ホームページ・ポスター等
で周知を図る。成人歯科健康診
査については、20歳～80歳まで
の5歳刻みの方に実施する。特に
75歳、80歳の方の当該健康診査
については、口腔機能評価を実
施し、受診率の向上に努める。
また、通院による歯科診療が困
難で、かかりつけ歯科医をもた
ない方のために、往診による受
診体制を確保する。

令和元年度
事業の内容 担当課

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②介護予防・重度化防止の推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績
事業
評価 評価の理由 事業予定

概ねの事業内容は達成することがで
きたものの、市認定ヘルパーやサブ
スタッフのさらなる活用のため、適
宜見直しを図る必要がある。

市認定ヘルパーやサブスタッフ
等の新たな担い手を有効活用し
ながら介護予防・生活支援サー
ビスをさらに推進するため、総
合事業全体の見直しを図り、ボ
ランティアなどによる通いの場
（通所型サービスB）や短期集中
予防サービス（サービスC)の創
設についても検討する。
一般介護予防事業については、
理学療法士等の専門職をさくら
体操会場へ派遣する事業を継続
し、参加者の満足度向上に努
め、参加者数の増加を図る。
軽度者に対するケアマネジメン
トについては、個別地域ケア会
議の中で事例検討を通じて適切
なケアマネジメントの確認を行
う。

事業名称
(☆新規項

目)

令和元年度

市認定ヘルパー養成事業につい
ては、環境整備を進め、また、
今年度から実施する初任者研修
の導入となるような位置づけを
意識して進めていく。
市デイサービス認定サブスタッ
フについては、今年度も継続実
施とし、養成後の同スタッフの
活動場所や機会の確保に努め
る。
一般介護予防事業については、
理学療法士等の専門職をさくら
体操会場へ派遣する事業を継続
し、参加者の満足度向上に努
め、参加者数の増加を図る。
軽度者に対するケアマネジメン
トについては、個別地域ケア会
議の中で事例検討を通じて適切
なケアマネジメントの確認を行
う。

担当課事業の内容

介護予防・日
常生活総合支
援事業の実施

Ｂ

市認定ヘルパー養成事業について
は、養成講座を実施し12人養成する
ことができた。また、市基準訪問型
サービスの担い手として活用するた
め環境整備を図り訪問介護事業所等
に制度周知を実施した。市デイサー
ビス認定サブスタッフについては、
5事業所で養成講座を実施し、16人
養成することができた。また、昨年
度までに養成されたサブスタッフの
一部が、ミニデイイベントを実施、
その活動に対する支援を行った。
一般介護予防事業については、理学
療法士等の専門職をさくら体操会場
へ派遣する事業を継続し、内容の充
実を図った。
要支援者などの軽度者に対するケア
マネジメントについては、自立支
援・重度化防止の視点をもったプラ
ン作成ができるよう、個別地域ケア
会議の開催や包括支援センター勉強
会を実施し、適切なケアマネジメン
トの確認につなげた。

介護福祉
課

■介護予防・生活支援サービス
の実施
　介護予防給付による訪問介
護・通所介護に代わり、住民主
体の支援等も含めた訪問型サー
ビス、通所型サービス、そのほ
かの生活支援サービスを実施し
ます。訪問型サービスについて
は、市認定ヘルパー養成事業に
て講座を受講した方が、市基準
訪問型サービスを提供する事業
所において、サービスの担い手
として参加していただけるよう
検討します。通所型サービスに
ついては、市デイサービス認定
サブスタッフ養成事業にて講座
を修了した方が、市基準通所型
サービスの担い手として参加し
ていただけるよう、将来的には
人員基準に組み込むことを検討
します。また、地域包括支援セ
ンターが要支援者の方等に対す
るアセスメントを行い、その状
態や置かれている環境に応じ
て、本人が自立した生活を送る
ことができるようなケアプラン
を作成します。
■一般介護予防事業
　住民主体による高齢者の方の
通いの場を拡大していくような
地域づくりを推進します。ま
た、地域において自立支援に資
する取り組みを推進し、要介護
状態になっても、生きがい・役
割をもって生活できる地域の実
現をめざします。
＜目標＞
適切なケアマネジメントの確認
年１回

番
号

18

8



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

19

介護予防ケア
マネジメント
の推進

保険者機能の強化により、要支
援者の方等が知識や能力をいか
して社会とのつながりを維持・
強化できるような介護予防ケア
マネジメントを推進します。

介護福祉
課

介護予防ケアマネジメントの推
進に伴う要支援者の方等への適
切なアセスメントにより、総合
事業の推進を図る。

適切な介護予防ケアマネジメントを
事業者への周知活動などにより推進
し、現行相当と市基準のサービス利
用者割合について、計画値を達成す
ることができた。

Ｂ

計画値を達成しているものの、総合
事業の進捗の評価などについて検討
の余地が残っているため。

介護予防ケアマネジメントの推
進に伴う要支援者の方等への適
切なアセスメントにより、総合
事業の推進を図る。

20

住民主体の活
動の推進

市および各地域包括支援セン
ターに配置されている生活支援
コーディネーターが中心となっ
て、介護予防につながる活動等
に取り組むボランティアや市民
団体等、地域人材の発掘・連携
に努めます。新たに活動を始め
たい方や団体に向けたマッチン
グ、立ち上げ支援、組織づく
り・拠点づくり支援等により、
各圏域の実情に合った住民主体
の取り組みを試行し、多様な
サービスや通いの場づくりにつ
なげていきます。
＜目標＞
住民主体の取り組みの試行　４
圏域

介護福祉
課

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努め、生活支援連絡会や協議
体を通じて必要なサービスの調
整や地域資源の掘り出しを進め
る。

第2層生活支援コーディネーターが
活動や2層協議体（小地域ケア会
議）を通じて、圏域の課題やニーズ
の把握に努めた。
新たな活動を始めようとしている団
体に対しては、住民主体で活動が継
続できるよう必要な支援を実施し
た。
また、「シニアのための地域とつな
がる応援ブック」については、各種
活動の成果により掲載団体を増やす
ことができた。

Ｂ

活動の場について、コーディネー
ターが継続的に関わることで住民主
体に移行していくことが難しい事例
が生じている。コーディネーター等
が関わらずとも活動を続けていける
ような支援が必要なため。

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努めるとともに、通いの場な
どへの支援を実施し、社会福祉
協議会などの関係機関と連携し
ながら住民主体の活動の推進を
図る。

令和元年度事業名称
(☆新規項

目)
担当課

番
号

事業の内容

9



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

２　地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり
　（１）在宅生活支援の充実
　①地域に密着したサービスの基盤整備

令和２年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

21

介護保険
サービスの
利用支援の
充実

介護サービスを必要とする方
が、必要なサービスを利用でき
るよう、本人やその家族の方に
対する情報提供・相談支援を充
実します。引き続き、制度改正
に則した介護保険パンフレット
の配布や介護サービス利用ガイ
ドブックの作成、ホームページ
の充実等を行い、制度の理解を
深めるための情報提供に努めま
す。また、利用者の方および介
護者の方のみならず、一般高齢
者の方に対しても、介護保険制
度を正しく理解していただくよ
うな情報提供に努めるととも
に、地域において高齢者の方や
その家族の方に対する総合的な
相談・支援を行う窓口である地
域包括支援センターの周知を図
ります。

介護福祉
課

介護保険制度や各種情報提供
の際には、地域包括支援セン
ターが高齢者の総合相談窓口
であることが明確になるよ
う、表現等に留意し、周知を
図る。
引き続き介護保険についての
基本的事項を記載した市民向
けの冊子「あなたと歩む介護
保険」や、市内の事業所一覧
を掲載した情報冊子を市の窓
口や、市内の地域包括支援セ
ンターで配布し、また、市
ホームページの充実を行うこ
とで介護保険サービスの利用
について周知をおこなう。

新しい介護保険説明用パンフ
レットなどの作成についても、
表現等を確認し、周知を行っ
た。
介護保険についての基本的事項
を記載した市民向けの冊子「あ
なたと歩む介護保険」や、市内
の事業所一覧を掲載した情報冊
子を市の窓口や、市内の地域包
括支援センターで配布し、ま
た、市ホームページの充実を行
うことで介護保険サービスの利
用について周知をおこなった。

Ａ

介護保険制度についての周知が
なされたと考えられるため。

介護保険制度や各種情報提供
の際には、地域包括支援セン
ターが高齢者の総合相談窓口
であることが明確になるよ
う、表現等に留意し、周知を
図る。
引き続き介護保険についての
基本的事項を記載した市民向
けの冊子「あなたと歩む介護
保険」や、市内の事業所一覧
を掲載した情報冊子を市の窓
口や、市内の地域包括支援セ
ンターで配布し、また、市
ホームページの充実を行うこ
とで介護保険サービスの利用
について周知をおこなう。

22

地域密着型
サービスの推
進

高齢者の方が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けることがで
きるよう利用促進に向け、制度
周知等を行い、介護を必要とす
る方に適切なサービス提供が行
われるよう努めていきます。
＜目標＞
看護小規模多機能型居宅介護利
用者数　１５人

介護福祉
課

引き続き介護保険のサービスに
ついての給付適正化を記載した
冊子を継続して案内し、地域密
着型サービスについての周知を
おこなう。

介護保険のサービスについての給付
適正化を記載した冊子を継続して案
内し、地域密着型サービスについて
の周知をおこなった。

看護小規模多機能型居宅介護利用者
数　１７人

Ｂ

地域密着型サービスについての一定
の周知が進んだと考えられるため。
利用者増に向けて更なる周知が必要
なため。

引き続き介護保険のサービスに
ついての給付適正化を記載した
冊子を継続して案内し、地域密
着型サービスについての周知を
おこなう。

事業名称
(☆新規項

目)
担当課

令和元年度
事業の内容

番
号

10



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②介護保険外サービスの充実

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

23

高齢者保健福
祉サービスの
充実（配食
サービス、お
むつサービ
ス、寝具乾燥
等）

市独自で実施している高齢者の
方への配食、おむつ給付、寝具
乾燥等の在宅支援に関するサー
ビスの充実を図り、必要なサー
ビスの提供に努めます。

介護福祉
課

引き続き、各事業が真に必要な
高齢者に対し、確実に給付が行
き渡るよう「高齢者福祉のしお
り」の配布等により制度の周知
を図る。おむつ給付に関して
も、介護者の経済的、精神的負
担の軽減に繋げ、安心して高齢
者が在宅生活を営めるよう、
サービス給付に努める。

「高齢者福祉のしおり」の配布及び
市報・ホームページによる広報を行
い、制度の周知を図った。

Ａ

「高齢者福祉のしおり」等により制
度を知った申込者がいたため。

引き続き、各事業が真に必要な
高齢者に対し、確実に給付が行
き渡るよう「高齢者福祉のしお
り」の配布等により制度の周知
を図る。おむつ給付に関して
も、介護者の経済的、精神的負
担の軽減に繋げ、安心して高齢
者が在宅生活を営めるよう、
サービス給付に努める。

交通対策
課

小金井市コミュニティバス再編
事業については令和３年度まで
の継続事業であり、令和元年度
については、引き続き、再編の
基本方針及び運行基準の検討・
策定を行う。また、これらを踏
まえて地域懇談会を実施する予
定としており、市民及び地域公
共交通会議委員の意見を踏まえ
ながら、具体的な運行ルート・
運行時間・運賃等の再編計画の
検討に着手していく。

２年目となった小金井市コミュニ
ティバス再編事業においては、前年
度に整理した現状の課題等を踏ま
え、本事業における基本方針を策定
した。また、地域懇談会の実施によ
り市民等の意見を踏まえながら、運
行時間帯等の検討に当たって具体的
な指標となる運行基準（案）を一部
決定するとともに、運行ルート
（案）の検討に着手した。

Ｂ

当該年度における事業内容について
概ね達成できたものの、本事業は高
齢者等をはじめとした市民の関心が
極めて高い事業であることから、運
行ルート、運行時間帯及び運賃等の
検討に当たっては、引き続き、地域
懇談会等からの意見を踏まえながら
行う必要があるため。

小金井市コミュニティバス再編
事業については、令和３年度ま
での継続事業であることから、
令和２年度においても引き続
き、地域公共交通会議及び地域
懇談会を開催し、地域公共交通
会議委員及び市民の意見を踏ま
えながら、運行基準を策定す
る。
　また、再編の基本方針及び運
行基準を基に、具体的な運行
ルート・運行時間・運賃等の再
編計画を検討するとともに、並
行して、再編後の運行改善等の
手引きとなるガイドラインの検
討に着手する。

自立生活
支援課

安全確保の徹底について、各Ｎ
ＰＯ法人に周知等を行うととも
に、福祉有償運送等の移送サー
ビスを実施しているＮＰＯ法人
の更新や内容変更等があった場
合、福祉有償運送運営協議会を
開催する。

福祉有償運送運営協議会を開催し、
実施団体の更新について協議が整っ
たことにより団体が継続して福祉有
償運送を行えることとなったため、
障がい者や高齢者の移動手段の確保
が図られた。また、安全確保の徹底
について周知等を行った。

Ａ

福祉有償運送運営協議会を開催し、
実施団体の更新について協議が整っ
たため。

福祉有償運送を実施している団
体の更新や内容変更等があった
場合、福祉有償運送運営協議会
を開催するとともに、安全確保
の徹底について周知を図る。

担当課
令和元年度

24

高齢者等の移
動・移送手段
の確保の継続
※他計画再掲

CｏＣｏバスを運行し、高齢者の
方の通院等の際の移動を支援し
ます。また、福祉有償運送等の
移送サービスを実施しているＮ
ＰＯ等への支援を行います。

事業名称
(☆新規項

目)

番
号

事業の内容

11



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③相談支援の充実

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

今後の高齢者人口の増加や、それに
伴う業務負担の増加に対して、常に
改善を図っていく必要があるため。

高齢者の総合相談窓口として、
事業の内容に記載の主な事業の
他、市と連携し、市内の高齢者
福祉の向上を図る。
また、地域包括支援センターの
運営に関する専門委員会内で、
包括支援センターの機能評価を
諮り、業務内容の改善につなげ
る。

高齢者の総合相談窓口として、事業
の内容に記載の主な事業の他、市と
連携し、市内の高齢者福祉の向上を
図った。
また、地域包括支援センターの運営
に関する専門委員会内で、包括支援
センターの機能評価を諮り、業務内
容の改善につなげた。

Ｂ

担当課

４つの圏域に、それぞれ地域包
括支援センターを設置（社会福
祉法人等に委託）し、社会福祉
士、保健師または経験のある看
護師、主任ケアマネジャーの３
職種等を配置し、次の４つの機
能を有します。
① 　多様なネットワークを活用
し、地域の高齢者の方の実態把
握や虐待への対応等を含む総合
的な相談支援
② 　要支援の認定者の方を対象
とする予防給付に関する介護予
防のケアマネジメントおよび総
合事業に関する介護予防ケアマ
ネジメント
③ 　主治医、ケアマネジャー、
地域の関係機関と連携し、包括
的・継続的なケアマネジメント
ができるよう支援
④ 　成年後見人制度利用に関す
ること、高齢者虐待の防止、消
費者被害の防止対応等の権利擁
護、また、生活体制整備事業に
おける生活支援コーディネー
ター、および認知症施策におけ
る認知症地域支援推進員を地域
包括支援センター職員が担い、
それぞれの事業の運営、実施を
行います。
市介護福祉課包括支援係は、地
域包括支援センターと連携し、
地域の高齢者の方への総合的な
支援を行う役割を担います。
様々な問題に対応すべく、さら
なる充実を図るほか、地域包括
支援センターにおける事業の質
の自己評価を実施し、介護保険
運営協議会においても点検、評
価を実施します。

事業の内容

介護福祉
課

高齢者の総合相談窓口として、
事業の内容に記載の主な事業の
他、市と連携し、市内の高齢者
福祉の向上を図る。
また、地域包括支援センターの
運営に関する専門委員会内で、
包括支援センターの機能評価を
諮り、業務内容の改善につなげ
る。

令和元年度

25

地域包括支援
センターの機
能の充実

番
号

事業名称
(☆新規項

目)

12



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　④安心できる住まい・住まい方の支援
令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

26

住宅改修相談
事業の推進

高齢者の方の身体機能の低下に伴
い、適切な住宅改修ができるよ
う、一級建築士等が訪問や面接等
により、住宅改修の相談・助言を
行います。また、介護支援専門員
とも連携を取りながら、介護保険
事業と高齢者自立支援事業の住宅
改修に関する助言をし、適切な改
修を支援します。
＜目標＞
住宅改修相談・助言　年７０人以
上

介護福祉
課

高齢者の方の身体機能の低下に
伴い、適切な住宅改修ができる
よう、一級建築士等が訪問や面
接等により、引き続き、住宅改
修の相談・助言を行う。また、
介護支援専門員とも連携を取り
ながら、介護保険事業と高齢者
自立支援事業の住宅改修に関す
る助言をし、適切な改修を支援
する。

（令和元年度実績）
住宅改修相談・助言に関する年間延
べ人数61人

Ａ

一級建築士による訪問や面接等によ
り適切な住宅改修が実施された。特
に、設備給付（浴槽交換）におい
て、利用者が施工方法（耐震性）に
ついて不安を抱く案件が発生した
が、建築士による施工業者への助言
により、適切な工事が実施。利用者
の不安が解消され、住民福祉の向上
を図ることができたから。

高齢者の方の身体機能の低下に
伴い、適切な住宅改修ができる
よう、一級建築士等が訪問や面
接等により、引き続き、住宅改
修の相談・助言を行う。また、
介護支援専門員とも連携を取り
ながら、介護保険による住宅改
修制度と高齢者自立支援事業の
住宅改修に関する助言をし、適
切な改修を支援する。

27

高齢者自立支
援住宅改修給
付事業の推進

住宅改修について、介護保険事
業と自立支援住宅改修給付事業
の連携を図り、在宅高齢者の方
の住宅環境の整備を支援しま
す。住宅改修の助成制度につい
て周知拡大の工夫に努め、住宅
改修の需要に応じるようにしま
す。

介護福祉
課

住宅改修について、介護保険事
業と自立支援住宅改修給付事業
の連携を図り、在宅高齢者の住
宅環境の整備を支援する。ま
た、住宅改修の助成制度につい
て普及啓発に努める。

（令和元年度実績）
合計28件（予防給付：手すり取付け
3件、床段差の解消1件、設備給付：
便器の洋式化2件、浴槽の取替え21
件、流し・洗面台の取替え1件） Ａ

高齢者福祉のしおり等をはじめとし
た各媒体での周知を行った他、地域
包括支援センターへの周知も行っ
た。当該事業の他に、介護保険の住
宅改修制度を単独または併用して利
用する方も大勢おり、必要な方々に
給付ができていると考えている。

住宅改修について、介護保険に
よる住宅改修制度と自立支援住
宅改修給付事業の連携を図り、
在宅高齢者の住宅環境の整備を
支援する。また、住宅改修の助
成制度について普及啓発に努め
る。

28

家具転倒防止
器具等取付の
推進

６５歳以上のひとり暮らし高齢
者の方または高齢者の方のみの
世帯の家屋に、家具転倒防止器
具を取り付け、災害時の防災･減
災対策を支援します。

介護福祉
課

引き続き、高齢者の防災への意
識を高めてもらうため啓発に努
める。

ＨＰ・「高齢者福祉のしおり」での
周知に加え、消防署に家具転倒防止
器具取付事業のちらしをお渡しし、
高齢者宅に防災点検等でうかがう
際、事業の紹介をしてもらうなど啓
発に努めた。

Ｂ

家具転倒防止器具取付事業のちらし
等で事業の申込みを行った方がいた
ためある程度達成はできているが、
令和２年２月から国内に流行った新
型コロナウイルス感染症の状況によ
り、令和２年度の事業継続を検討す
る必要があるため。

引き続き、高齢者の防災への意
識を高めてもらうため啓発に努
める予定であるが、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、事
業実施がしばらく困難な状況が
あると考えられる。

29

高齢者住宅の
適正な管理・
運営の継続
※他計画再掲

現在、借り上げを行っている高
齢者住宅について、引き続き適
切な管理・運営を行うととも
に、借り上げ期間が満了する高
齢者住宅については、入居者の
方が困窮しないように住宅の確
保に努めます。

まちづく
り推進課

現在、借り上げを行っている高
齢者住宅について、引き続き適
切な管理・運営を行うととも
に、借り上げ期間が満了する高
齢者住宅については、入居者の
方が困窮しないように住宅の確
保に努める。

民間住宅、ＵＲ住宅を借上げ、5箇
所160戸を管理（内、公募分125戸、
返還予定戻り分35戸）。
グリーンタウン、他の高齢者住宅の
管理人による安否確認等を実施。
住宅設備として、冷房、暖房便座、
手すりの設置。

Ａ

安否確認により、居住者の安全、安
心を図り、適切な運営を行っている
ため。また、借上住宅の適切な管理
を実施しているため。

現在、借り上げを行っている高
齢者住宅について、引き続き適
切な管理・運営を行うととも
に、借り上げ期間が満了する高
齢者住宅については、入居者の
方が困窮しないように住宅の確
保に努める。

30

公営住宅の情
報提供体制整
備の継続

市内の高齢者住宅や市営住宅の
総合的な管理を行い、市報、
ホームページ等で最新の情報を
随時提供します。

まちづく
り推進課

市内の高齢者住宅や市営住宅の
総合的な管理を行い、市報、
ホームページ等で最新の情報を
随時提供する。

市営住宅、高齢者住宅の管理、募集
情報などを提供。
ＪＫＫ（東京都住宅供給公社）、Ｕ
Ｒ（都市再生機構）が管理する住宅
について、募集要項配布や情報、連
絡先などを広報している。

Ａ

市営住宅、高齢者住宅、ＪＫＫ及び
ＵＲの募集情報などの情報提供を適
切に実施しているため。

市内の高齢者住宅や市営住宅の
総合的な管理を行い、市報、
ホームページ等で最新の情報を
随時提供する。

令和元年度

担当課
番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

まちづく
り推進課

都のサービス付き高齢者向け住
宅整備事業において、区市町村
関与手続きを行う。

都の啓発に準じている。サービス付
き高齢者者住宅の区市町村関与の申
請はなし。 Ａ

サービス付き高齢者住宅の国・都の
補助に関する基準を整備し、ホーム
ページで周知しているため。

都のサービス付き高齢者向け住
宅整備事業において、区市町村
関与手続きを行う。

介護福祉
課

利用率の上がらない介護保険
サービスについての周知をおこ
なう。

介護保険のサービスについての給付
適正化を記載した冊子を継続して案
内し、地域密着型サービスについて
の周知をおこなった。 Ｂ

地域密着型サービスについての一定
の周知が進んだと考えられるため。
今後更なる周知が必要なため。

引き続き介護保険のサービスに
ついての給付適正化を記載した
冊子を継続して案内し、地域密
着型サービスについての周知を
おこなう。

32

特別養護老人
ホーム整備の
検討

待機者数の推移を見つつ、特別
養護老人ホームの整備を検討し
ます。

介護福祉
課

施設サービスの整備予定は無
し。

施設サービスの整備は行わなかった
が、検討はおこなった。

Ｂ

施設サービスの整備はおこなわな
かったため。

引き続き検討をおこなう。

令和元年度
事業の内容

高齢社会の進展と併せ、ニーズ
が高まる高齢者の方の新たな住
まいと住まい方について、サー
ビス付高齢者住宅等も含めて検
討を進めます。

31

担当課
番
号

事業名称
(☆新規項

目)
高齢者の新た
な住まいと住
まい方の検討

14



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　⑤家族介護者への支援の充実

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

33

介護者の負担
軽減の推進

高齢者の方を介護する家族の方
を対象とした相談、介護教室、
交流会、講習会等の機会を通し
て、情報の共有化、介護による
身体的・精神的負担の軽減を図
ります。また、緊急を要する理
由で介護者の方が介護ができな
い時に、介護が必要な方を一時
的に施設で介護します。

介護福祉
課

介護に関する相談を各地域包括
支援センター及び包括支援係で
随時受け付ける。また、家族介
護教室として、要介護高齢者を
介護する家族等に対し、介護方
法や介護予防、介護者の健康づ
くり等について知識・技術を習
得するための事業を実施する。

介護に関する相談を随時地域包括支
援センター及び包括支援係で受け付
けた。また、要介護高齢者を介護す
る家族等を対象に、家族介護教室を
3回開催し、28人が参加した（4回の
開催を予定していたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、
1回中止）。 Ｂ

参加者拡大へ向けた取組が必要であ
る。

介護に関する相談を各地域包括
支援センター及び包括支援係で
随時受け付ける。また、家族介
護教室として、要介護高齢者を
介護する家族等に対し、介護方
法や介護予防、介護者の健康づ
くり等について知識・技術を習
得するための事業を実施する。

43

家族介護継続
支援事業の充
実
※本計画再掲

家族介護継続支援事業等を通し
て、認知症高齢者の方を介護す
る家族の方を対象に、交流会や
講習会等の機会を設け、認知症
の理解や介護者間での情報を共
有します。また、経験談や情報
交換、ストレスを発散すること
で、介護による身体的・精神的
負担の軽減を図るためのネット
ワークづくりをめざします。

介護福祉
課

認知症高齢者の方を介護する家
族の方を対象に、交流会や講習
会等を実施する。実施に当たっ
ては、平成30年度の課題をもと
に内容や周知方法について協議
していく。

認知症高齢者を介護する家族の方を
対象に、家族介護継続教室を21回開
催し、161人が参加した。（23回の
開催を予定していたが、台風19号接
近のため１回中止、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため1回中
止）

Ｂ

各家族会間の年間予定等の確認を行
い、情報交換を行うことで相乗効果
を図るとともに、地域資源を活用し
た取組の検討を行う。

認知症高齢者の方を介護する家
族の方を対象に、交流会や講習
会等を実施する。

令和元年度
事業の内容 担当課

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（２）認知症施策の推進
　①認知症施策の推進と理解の醸成

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

34

認知症の理解
促進の充実

認知症になっても地域で住み続
けるために、本人・家族の方・
地域住民の方の認知症に関する
知識・理解を深めます。幅広い
世代の方を対象に認知症サポー
ター養成講座の充実を図りま
す。また、認知症の状態に応じ
適切なサービスの流れを明らか
にした「認知症ケアパス」の活
用を図ります。そのほか、認知
症講演会を実施し、認知症に関
する普及啓発を実施します。
＜目標＞
認知症サポーター　年６００人
増
認知症講演会　年１回実施

介護福祉
課

地域包括支援センターを中心に
認知症サポーター養成講座を適
宜開催し、サポーター数を増加
させる。
認知症ケアパスは配布場所や方
法など更なる周知・活用方法を
検討する。
認知症講演会は、集客が期待で
きる介護イベント「お元気サ
ミットin小金井」で実施し、認
知症の理解、啓発に努める。

認知症サポーター養成講座は、市内
小中学校や市職員への講座を継続実
施できた。市内学校での開催は４年
目となり定着してきている。全受講
者398人中、小学校1校82人、中学校
2校93人、企業60人、市職員40人受
講、その他（一般市民、病院職員
等）123人となった。
認知症ケアパスは、市のイベントや
医療機関等で配布し活用を図った。
認知症講演会は、2月の「お元気サ
ミットin小金井」内にて開催予定で
あったが新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため中止

Ｂ

高齢者の介護を担う世代へ向けての
周知を検討する必要がある。関係機
関との連携をより深め、幅広い周知
及び講座実施を図る。引き続き、配
布場所などを検討し、更なる周知・
活用方法を検討する。

地域包括支援センターを中心に
認知症サポーター養成講座を適
宜開催し、認知症に関する理解
を深める。
認知症ケアパスは令和２年度中
に改訂予定であり、配布場所や
方法などについても合わせて検
討する。
認知症講演会は、集客が期待で
きる介護イベント「お元気サ
ミットin小金井」で実施し、認
知症の理解、啓発に努める。

35

認知症施策事
業推進委員会
の充実

認知症施策についての現状や今
後の取り組みについて検討し、
委員会で出された意見を各種事
業等に反映させていきます。
＜目標＞
認知症施策事業推進委員会　年
２回実施

介護福祉
課

認知症施策事業推進委員会を年
２回実施する。

認知症施策事業員会を年2回（5月、
1月）開催した。

Ｂ

引き続き、認知症施策について検討
し、意見を各事業に反映させてい
く。

認知症施策事業推進委員会を年
２回実施する。

令和元年度
事業の内容 担当課

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②認知症のケア・医療の充実

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

36

認知症の相
談・支援体制
の充実

認知症の方とその家族の方を支
援するため、認知症に関する相
談窓口である地域包括支援セン
ターに配置されている認知症地
域支援推進員等のさらなる周知
を図ります。また、徘徊をする
高齢者の方を介護する家族の方
に対し、位置情報が検知できる
発信機を貸与します。
＜目標＞
発信機貸与　３０件

介護福祉
課

引き続き各事業で認知症ケアパ
スを活用し、認知症に関する相
談・支援窓口が地域包括支援セ
ンターであることを周知、認知
症地域支援推進員につなげてい
く。
位置情報が検知できる発信機の
貸与に併せて、7月から見守り
シール事業を開始する。

引き続き、徘徊をする高齢者の
方を介護する家族の方に対し、
位置情報が検知できる発信機を
貸与していく。

各事業で認知症ケアパスを活用し、
認知症に関する地域の相談・支援窓
口である地域包括支援センターを周
知した。

３０年度発信機貸与　１０件

Ｂ

認知症高齢者が増加することが予測
されるため、引き続き各事業を実施
する際に、認知症ケアパス等を活用
して周知していく。

発信機貸与については、まず、発信
機を徘徊高齢者の方に持って外出し
ていただく必要があり、それが困難
で家族の方が申し込みできないこと
があり、課題となっている。また、
介護する家族が市内在住でないと申
込みできないため、それについて
も、課題となっている。

引き続き各事業で認知症ケアパス
を活用し、認知症に関する相談・
支援窓口が地域包括支援センター
であることを周知、認知症地域支
援推進員につなげていく。

引き続き、徘徊をする高齢者の方
を介護する家族の方に対し、位置
情報が検知できる発信機を貸与し
ていく。
また、現状の課題である徘徊高齢
者が発信器を持って外出していた
だかなければいけない点を改良
し、有料の靴を購入することによ
り、靴に発信器を入れることがで
きる事業者とも契約を結び、令和
２年７月より制度の充実を図る予
定である。
さらに、制度導入前に、現在の
サービスを利用している方の中で
困っている方がいないか等を調べ
るため、サービス利用者に対し令
和２年４月にアンケートを実施
し、利用者の声が生きた制度設計
を行う予定である。

37

認知症連携会
議の充実

医師会、市、認知症疾患医療セ
ンター等で構成。小金井もの忘
れ相談シートや認知症初期集中
支援事業等の活用による医療機
関と連携した事例を検討、また
検討を通じて事業の活用方法を
参加者の方に周知するとともに
連携のさらなる充実を図りま
す。

介護福祉
課

認知症連携会議の在り方を、年3
回開催予定の認知症連携会議で
の事例検討などを通じて、認知
症への医療機関を含めた対応な
どについて情報共有し、認知症
に関する事例への連携を強化す
る。

認知症連携会議を年2回（5月、9
月）開催。小金井もの忘れ相談シー
トや認知症初期集中事業を活用した
事例検討等を実施した。

Ａ

地域包括ケアシステム研究会認知症
部会と合同開催とすることで効率的
に事業を行うことができた。

認知症連携会議を年2回開催し、
多職種の連携強化を図る。

38

認知症初期集
中支援事業の
充実

認知症の早期診断・早期対応の
ために、認知症地域支援推進
員、認知症サポート医による
チームでの訪問を行います。ま
た今後の支援について検討し、
必要に応じて認知症疾患医療セ
ンターおよび地域の医療機関と
連携を図ります。

介護福祉
課

地域で受診につながらない高齢
者について、認知症初期集中支
援事業を実施し、対象者の早期
相談・対応を図る。

認知症が疑われるものの医療等の支
援を受けていない市民を対象に、専
門職によるチームで訪問し、支援を
行った。

Ｂ

必要に応じて医療サービスにつな
ぎ、家族への助言ができた。潜在
ニーズの早期発見、早期対応に努め
る。

認知症が疑われるものの医療等
の支援を受けていない市民を対
象に、専門職によるチームで訪
問し、支援を行う。

令和元年度

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容 担当課
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③認知症の方と家族を支える地域づくり

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

39

認知症サポー
ター養成講座
の充実

認知症サポーター養成講座の修
了者の方に対し、フォローアッ
プ講座を実施して、認知症につ
いての理解を深めてもらうとと
もに、今後のフォローアップ講
座でのボランティア要員として
の協力等、認知症に関わる事業
への参画へつなげていき、住民
の方同士による認知症の方への
対応について理解を深めていき
ます。
＜目標＞
フォローアップ講座　年１回実
施

介護福祉
課

認知症サポーター養成講座の修
了者を対象に年１回以上、フォ
ローアップ講座を実施する。

ステップアップ講座と名称を改め、
1回開催し、27人参加した。

Ｂ

ステップアップ講座受講者が他事業
のボランティアへとつながっていく
仕組みの検討が必要である。

認知症サポーター養成講座の修
了者を対象に年１回以上、ス
テップアップ講座を実施する。

40

認知症地域支
援推進員連絡
会の充実

各地域包括支援センターに配置
されている、関係機関の間の連
携を図るための支援や認知症の
方やその家族の方を支える相談
業務等を行う認知症地域支援推
進員、地域の支援者の方、市で
連絡会を開催し、認知症地域支
援推進員の活動について検討し
ます。また、連絡会を通じて、
認知症地域支援推進員の活動内
容を見直し、各種事業等に反映
させていきます。
＜目標＞
認知症地域支援推進員連絡会
月１回実施

介護福祉
課

認知症地域支援推進員連絡会を
月１回実施し、認知症施策の推
進を図る。

認知症地域支援推進員連絡会を市担
当者も加わり月1回実施し、活動内
容の共有及び意見交換を行った。ま
た、推進員だけのワーキンググルー
プを月1回実施した。

Ｂ

医療機関、介護サービス及び地域の
支援機関が有機的に連携するネット
ワークの形成を図り、認知症の方及
びその家族の支援を適切に行うた
め、引き続き、情報の共有、各種事
業の検討等を行う。

認知症地域支援推進員連絡会を
月１回実施し、認知症施策の推
進を図る。

令和元年度番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容 担当課
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

41

☆地域の居場
所づくり（認
知症カフェ
等）の実施

認知症カフェ等、認知症の方と
家族の方の居場所づくりの支援
について、地域包括支援セン
ターおよび地域支援推進員、市
内にあるカフェやサロン、社会
福祉協議会、介護事業所、市民
団体、ＮＰＯ、医療機関等と連
携し、地域の実情を考慮しなが
ら、実施に向けて検討していき
ます。

介護福祉
課

居場所づくりは継続しながら、
その活動を通じて、認知症カ
フェが実施できるよう努める。

ひがし地域包括支援センターが中心
となり、2つの認知症カフェを運
営。認知症地域支援推進員と生活支
援コーディネーターの情報を活用
し、既存のカフェ・サロンに認知症
の方も受け入れてもらえるよう依頼
し、居場所づくりを推進した。

Ｂ

新規の認知症カフェ等の立上げには
至らなかった。

居場所づくりは継続しながら、
その活動を通じて、認知症カ
フェが実施できるよう努める。

42

やすらぎ支援
（認知症高齢
者家族支援活
動）の充実

軽度の認知症状が見られるおお
むね６５歳以上の方等に対し、
認知症についての研修を受けた
ボランティアの方が自宅を訪問
し、話し相手となり、本人への
働きかけを行うとともに、その
間、家族の方が介護から離れる
時間を提供します。ボランティ
アの方および家族の方の交流の
場を設け、出された意見を今後
の事業の充実にいかしていきま
す。
＜目標＞
交流会　年１回以上の実施

介護福祉
課

事業の実施により、本人及び家
族への支援を行うとともに、ボ
ランティアを養成し、ボラン
ティアの交流会も年1回以上実施
し、事業の充実を図る。

軽度の認知症状がある高齢者にボラ
ンティアが訪問し、話し相手、声掛
け等の援助を行った。
支援員の交流会を1回開催した。

Ｂ

利用者の希望日と支援員の都合が合
わない、利用者宅が支援員宅の至近
にないなど、利用者と支援員のマッ
チングが困難な事例があることか
ら、支援員増加に向けた取組の検討
が必要である。

事業の実施により、本人及び家
族への支援を行うとともに、ボ
ランティアを養成し、ボラン
ティアの交流会も年1回以上実施
し、事業の充実を図る。

43

家族介護継続
支援事業の充
実

家族介護継続支援事業等を通し
て、認知症高齢者の方を介護す
る家族の方を対象に、交流会や
講習会等の機会を設け、認知症
の理解や介護者間での情報を共
有します。また、経験談や情報
交換、ストレスを発散すること
で、介護による身体的・精神的
負担の軽減を図るためのネット
ワークづくりをめざします。

介護福祉
課

認知症高齢者の方を介護する家
族の方を対象に、交流会や講習
会等を実施する。実施に当たっ
ては、平成30年度の課題をもと
に内容や周知方法について協議
していく。

認知症高齢者を介護する家族の方を
対象に、家族介護継続教室を21回開
催し、161人が参加した。（23回の
開催を予定していたが、台風19号接
近のため１回中止、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため1回中
止）

Ｂ

各家族会間の年間予定等の確認を行
い、情報交換を行うことで相乗効果
を図るとともに、地域資源を活用し
た取組の検討を行う。

認知症高齢者の方を介護する家
族の方を対象に、交流会や講習
会等を実施する。

令和元年度
担当課

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（３）在宅医療と介護の連携の推進
　①在宅医療をサポートする体制づくり

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

44

在宅医療・介
護連携支援室
の充実

医療と介護のサービスが包括的
かつ継続的に提供されるため
に、医療機関、薬局、地域包括
支援センター、介護サービス事
業所等の関係機関を対象に相談
対応や研修の実施等により関係
機関同士の連携を図ります。

介護福祉
課

引き続き、在宅医療・介護連携
に関する相談、在宅医療・介護
連携に関する研修等を３回、関
係機関の情報共有に関する研修
を１回開催する。

在宅医療・介護連携に関する相談を
35件受けるとともに、在宅医療・介
護連携に関する研修等を6回、関係
機関の情報共有に関する研修を１回
開催した。

Ｂ

医療と介護に関わる関係機関の連携
構築、研修や情報共有等、顔の見え
る関係づくりができた。更に広く連
携や情報共有をしていくと共に市民
に対しても在宅医療についての周知
を行っていく必要があると考える。

引き続き、在宅医療・介護連携
に関する相談、在宅医療・介護
連携に関する研修等を３回、関
係機関の情報共有に関する研修
を１回開催する。

45

在宅医療・介
護連携推進会
議の充実

医療と介護の連携推進につい
て、会議を開催し、医師会、歯
科医師会、薬剤師会等を含んだ
各関係機関の代表の方が委員と
なり課題を抽出、検討すること
で、さらなる連携の推進を図
り、医療と介護の切れ目のない
サポートを充実させます。
＜目標＞
在宅医療・介護連携推進会議
年３回実施

介護福祉
課

在宅医療・介護関係機関の連携
促進等について、引き続き協議
し、在宅医療・介護連携推進事
業の８つの実施項目の更なる充
実を図るよう努める。

次のとおり在宅医療・介護連携推進会
議を3回実施した。
【第1回】
⑴　小金井市在宅医療・介護連携支援
室の平成３０年度実績について（報
告）
⑵　理想像及びキャッチコピーの制定
について（報告）
⑶　進捗を把握するための指標の設
定・取組内容の検討
⑷　令和元年度お元気サミットｉｎ小
金井について
【第2回】
⑴進捗を把握するための指標の検討
⑵　取組内容の検討
⑶　令和元年度お元気サミットｉｎ小
金井について
⑷　在宅医療リーフレットの改訂につ
いて
【第3回】
⑴　進捗を把握するための指標の検討
⑵　基本理念の検討
⑶　市の取組状況等について
⑷　令和元年度お元気サミットｉｎ小
金井について

Ｂ

年3回の在宅医療・介護連携推進会
議を経て、小金井市の在宅医療・介
護連携推進事業の基本理念を定める
ことができた。在宅医療・介護関係
機関の連携促進等について、引き続
き協議する必要がある。

在宅医療・介護関係機関の連携
促進等について、引き続き協議
し、在宅医療・介護連携推進事
業の８つの実施項目の更なる充
実を図るよう努める。

令和元年度
事業の内容 担当課

事業名称
(☆新規項

目)

番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②在宅医療・介護連携のための情報共有

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

46

在宅医療資源
マップの充実

医療資源を調査し、医療資源
マップとしてまとめ、市民およ
び各関係機関へ配布し、医療資
源の普及啓発を行い、在宅医療
の推進を図ります。第７期中に
内容を見直し、より充実した
マップの作成を図ります。

介護福祉
課

引き続き平成３０年１月作成の
小金井市医療資源マップの普
及・啓発に努めるとともに、第
７期中の改訂に向け、内容等に
ついて、更なる情報収集、検討
等を行う。

平成３０年１月に作成した小金井市
医療資源マップの普及・啓発を行う
とともに、同マップの改訂に向け
て、内容等について、情報収集など
を行った。

Ｂ

小金井市医師会と連携し、掲載内容
に係る検討を行ったが、更なる検討
を行う必要がある。

医療資源マップの改訂を行い、
普及・啓発に努める。

47

在宅医療・介
護多職種連携
の研修会の充
実

医療機関、薬局、地域包括支援
センター、介護サービス事業所
等の関係機関を対象に顔の見え
る関係づくりをめざし研修を行
います。また、医療・介護関係
者の方向けに医療と介護の連携
に関する研修を実施し、さらな
る連携の推進を図ります。
＜目標＞
関係機関向け研修会　年１回実
施
医療・介護関係者向け研修会
年３回実施

介護福祉
課

関係者向けの研修会を年４回実
施する。

⑴　多職種連携の向上に係る研
修会　年3回実施
⑵　関係機関の情報共有に関す
る研修　年1回実施

在宅医療・介護連携に関する相談を
35件受けるとともに、在宅医療・介
護連携に関する研修等を6回、関係
機関の情報共有に関する研修を１回
開催した。

Ｂ

医療と介護に関わる関係機関の連携
構築、研修や情報共有等、顔の見え
る関係づくりができた。更に広く連
携や情報共有をしていくと共に市民
に対しても在宅医療についての周知
を行っていく必要があると考える。

関係者向けの研修会を年４回実
施する。

⑴　多職種連携の向上に係る研
修会　年3回実施
⑵　関係機関の情報共有に関す
る研修　年1回実施

令和元年度事業名称
(☆新規項

目)

番
号

事業の内容 担当課
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③在宅医療のための市民啓発

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

48

在宅医療リー
フレットの充
実

在宅医療に関するリーフレット
を市民の方および各関係機関へ
配布し、普及啓発を図ります。
第７期中に内容を見直し、市民
の方がより理解しやすいものに
改良していきます。

介護福祉
課

引き続き、平成３０年２月に作
成した在宅療養に関するリーフ
レット『住み慣れた街に住み続
けるために』を市民や関係機関
に配布・周知するとともに、第7
期中の改訂に向けて、内容等に
ついて、検討を行う。

平成３０年２月に作成した在宅療養
に関するリーフレット『住み慣れた
街に住み続けるために』を市民や関
係機関に配布・周知するとともに、
第7期中の改訂に向けて、内容等に
ついて、検討を行った。

Ｂ

掲載内容に係る検討を行ったが、更
なる検討を行う必要がある。

在宅療養に関するリーフレット
「住み慣れた街に住み続けるた
めに」の改訂を行い、普及・啓
発に努める。

49

在宅医療に関
する市民啓発
（市民向け講
演会）の充実

市民の方向けに在宅医療に関す
る理解を深める内容の講演会を
実施し、普及啓発を図ります。
＜目標＞
講演会　年１回実施

介護福祉
課

実行委員会形式を採用し、準備
段階から関係機関の連携を図る
等、開催の在り方を含めた検討
を行う。

実行委員会形式を採用し、準備段階
から関係機関の連携を図り、開催へ
向けた準備を進めていたが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のた
め中止
令和3年度以降小金井市介護事業所
連絡会主催の事業と合同開催するこ
とについて合意を得ることができ
た。

Ｂ

令和3年度以降の実施について、引
き続き関係者と協議を行う必要があ
る。

実行委員会形式を採用し、準備
段階から関係機関の連携を図る
等、開催の在り方を含めた検討
を行う。

令和元年度
担当課

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容

番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（４）生活支援体制整備の推進
　①生活支援体制整備事業の推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

50

地域課題解決
方法の協議
（地域ケア会
議）の充実

生活支援体制整備事業第１層・
第２層協議体および各日常生活
圏域で行われた小地域ケア会議
で出された地域課題について検
討し、市全体で解決に向けて取
り組む必要がある課題について
は、市全体レベルの地域ケア会
議にて検討を行い、課題を施策
に反映します。

介護福祉
課

自立支援・重度化防止に資する
個別地域ケア会議を充実し、地
域のケアマネジメント力や地域
課題把握の向上を図る。
小地域ケア会議・市レベルの地
域ケア会議を通じて政策課題が
表出してくるような会議運営を
目指す。

自立支援・重度化防止に資する個別
地域ケア会議を実施。主任CMや栄養
士等専門職も参加し、多職種による
検討をすることができた。圏域ごと
の小地域ケア会議も実施することが
できたが、市レベルについてはコロ
ナウイルスの関係で中止となった。 Ｂ

地域課題の検討は行っているもの
の、課題を施策に反映させるに至っ
ていないため。

自立支援・重度化防止に資する
個別地域ケア会議を充実し、地
域のケアマネジメント力や地域
課題把握の向上を図る。また、
総合事業で新規サービスの創設
を検討する際には、地域ケア会
議と連携するような仕組みを調
整する。
小地域ケア会議・市レベルの地
域ケア会議を通じて政策課題が
表出してくるような会議運営を
目指す。

51

生活支援コー
ディネーター
によるマッチ
ングやネット
ワークづくり
の充実

各地域包括支援センターに配置
されている生活支援コーディ
ネーターが中心となって、高齢
者の方のニーズを把握し、地域
資源のマッチングを行うととも
に、担い手や居場所づくりの創
出に努めます。また、地域資源
をまとめた情報冊子を作成し、
毎年情報を更新し、地域の高齢
者の方に情報提供します。その
ほか、社会福祉協議会に配置さ
れている地域福祉コーディネー
ターとも連携し、多世代に共通
したニーズにも対応していきま
す。

介護福祉
課

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努め、生活支援連絡会や協議
体を通じて必要なサービスの調
整や地域資源の掘り出しを進め
る。

地域資源の紹介冊子である「シニア
のための地域とつながる応援ブッ
ク」の情報を更新し配布、周知し
た。
協議体で使用する帳票類等につい
て、第1、2層コーディネーター間で
確認しながら作成したことにより、
課題等を共有できたほか、市として
の考え方等の共通認識を持つことが
できた。

Ｂ

具体的な担い手や居場所の創出に一
部しか至らなかったため。

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努め、生活支援連絡会や協議
体を通じて必要なサービスの調
整や地域資源の掘り出しを進め
る。
担い手の育成等の課題について
は、社会福祉協議会等の関係機
関と連携して対応する。

令和元年度番
号

担当課事業の内容
事業名称
(☆新規項

目)
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令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

52

地域で活動す
る担い手育成
の推進

市デイサービス認定サブスタッ
フ養成事業を事業所の協力のも
と実施し、介護予防や地域につ
いて学びながら、デイサービス
で職員の補助として活動する元
気な高齢者の方（サブスタッ
フ）を各協力事業所に配置する
ことをめざします。サブスタッ
フは、デイサービスにおいて通
所型サービスの担い手として活
動します。また、市認定ヘル
パー養成事業も実施し、市が独
自に実施する研修（高齢者の方
の基礎知識や家事援助の技術
等）を受けた認定ヘルパーを養
成します。認定ヘルパーは、訪
問型サービスの担い手として活
動します。
＜目標＞
サブスタッフを各協力事業所に
５人以上配置

介護福祉
課

サブスタッフ養成講座を実施
し、協力事業所内で活動する元
気な高齢者を養成するととも
に、サブスタッフが事業所のみ
ならず地域で活動できるような
仕組みづくりの検討を行う。
また、認定ヘルパーについて
は、市基準訪問型サービスを提
供する担い手として活動できる
よう、環境整備に努める。

5事業所で16人のサブスタッフを養
成した。また、修了生によるイベン
トをおおむね3か月に1度実施した。
認定ヘルパーについては12人養成
し、市基準訪問型サービスの担い手
として活用するため環境整備を図り
訪問介護事業所等に制度周知を実施
した。

Ｂ

概ねの事業内容は達成することがで
きたものの、市認定ヘルパーやサブ
スタッフのさらなる活用のため、適
宜見直しを図る必要がある。

市認定ヘルパーやサブスタッフ
等の新たな担い手を有効活用し
ながら介護予防・生活支援サー
ビスをさらに推進するため、総
合事業全体の見直しを図り、ボ
ランティアなどによる通いの場
（通所型サービスB）や短期集中
予防サービス（サービスC)の創
設についても検討する。

53

生活支援体制
整備に係る地
域活動支援の
充実

各地域包括支援センターに配置
されている生活支援コーディ
ネーターが、住民の方が行う高
齢者の方のための地域資源立ち
上げや運営等について、各種情
報提供や相談等を受けます。

介護福祉
課

生活支援コーディネーターに研
修等の情報提供をするととも
に、コーディネーターは立ち上
げを希望する住民等の情報の収
集を行い、対象者がいた場合に
はコーディネーターの役割につ
いて説明するとともに、支援を
実施する。

生活支援コーディネーターに研修等
の情報提供をするとともに、コー
ディネーターは立ち上げを希望する
住民等の情報の収集を行い、対象者
がいた場合にはコーディネーターの
役割について説明などを行った。

Ｂ

地域の高齢者ニーズに基づいた地域
資源の立ち上げとなっているかの更
なる検討が必要なため。

生活支援コーディネーターに研
修等の情報提供をするととも
に、コーディネーターは立ち上
げを希望する住民等の情報の収
集を行い、対象者がいた場合に
はコーディネーターの役割につ
いて説明するとともに、支援を
実施する。

令和元年度
事業の内容 担当課

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　３　地域の支え合いの輪の拡充
　（１）地域づくり・支え合いの輪の拡充
　①地域づくりの推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

54

日常生活圏域
別地域づくり
の推進

生活支援体制整備事業第２層協
議体において、市全体と各日常
生活圏域の地域課題を検討し、
地域づくりを視野に入れた介護
予防、生活支援の推進を図りま
す。

介護福祉
課

引き続き、２層協議体であがっ
た地域の課題を生活支援連絡
会・協議体で検討し、介護予
防・生活支援の推進にむけた具
体的取り組みを調整していく。

第２層協議体であげられた課題のみ
ならず、コーディネーターの活動や
さくら体操の担当者の情報を活用
し、さくら体操自主グループの立ち
上げなどの支援を実施した。

Ｂ

地域の高齢者ニーズに基づいた地域
資源の立ち上げとなっているかの更
なる検討が必要なため。

引き続き、２層協議体であがっ
た地域の課題を生活支援連絡
会・協議体で検討し、介護予
防・生活支援の推進にむけた具
体的取り組みを調整していく。

50

地域課題解決
方法の協議
（地域ケア会
議）の充実
※本計画再掲

生活支援体制整備事業第１層・
第２層協議体および各日常生活
圏域で行われる小地域ケア会議
で出された地域課題について検
討し、市全体で解決に向けて取
り組む必要がある課題について
は、市全体レベルの地域ケア会
議にて検討を行い、課題を施策
に反映します。

介護福祉
課

自立支援・重度化防止に資する
個別地域ケア会議を充実し、地
域のケアマネジメント力や地域
課題把握の向上を図る。
小地域ケア会議・市レベルの地
域ケア会議を通じて政策課題が
表出してくるような会議運営を
目指す。

自立支援・重度化防止に資する個別
地域ケア会議を実施。主任CMや栄養
士等専門職も参加し、多職種による
検討をすることができた。圏域ごと
の小地域ケア会議も実施することが
できたが、市レベルについてはコロ
ナウイルスの関係で中止となった。 Ｂ

地域課題の検討は行っているもの
の、課題を施策に反映させるに至っ
ていないため。

自立支援・重度化防止に資する
個別地域ケア会議を充実し、地
域のケアマネジメント力や地域
課題把握の向上を図る。また、
総合事業で新規サービスの創設
を検討する際には、地域ケア会
議と連携するような仕組みを調
整する。
小地域ケア会議・市レベルの地
域ケア会議を通じて政策課題が
表出してくるような会議運営を
目指す。

55

☆地域の居場
所づくり（カ
フェ、サロン
等）の実施

地域の居場所づくりについて、
市内の地域包括支援センター、
社会福祉協議会、介護事業所、
市民団体、ＮＰＯ、医療機関等
と連携し、分析を行い、今後の
地域の居場所づくり（カフェ・
サロン等）の実施を進めます。
＜目標＞
地域の居場所を各圏域１つ以上
の増設

介護福祉
課

社会福祉協議会の地域福祉コー
ディネーターをはじめ、地域資
源を把握している機関等の確認
と連携を進める。

関係機関との連携や生活支援コー
ディネーターの活動成果として、新
たに居場所となりそうな箇所への支
援を進めることができた。

Ｂ

居場所づくりの支援はできているも
のの、地域のニーズを把握したうえ
で、ニーズを満たすような居場所の
創設というプロセスとさせられてい
なかったため。

社会福祉協議会の地域福祉コー
ディネーターや認知症支援推進
員等の地域資源を把握している
機関等の確認と連携を進め、
ニーズに即した居場所の創設に
努める。

令和元年度事業名称
(☆新規項

目)

番
号

担当課事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②ボランティア活動等の支援

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

12

さくら体操の
推進
※本計画一部
再掲

市内在学・在勤で講座終了後週
１回程度活動できる方を対象
に、介護予防の基礎知識を広く
習得し、さくら体操の自主グ
ループで活動するボランティア
（介護予防リーダー）を養成す
る講座を年１回実施します。
＜目標＞
介護予防リーダー養成　年１０
人以上

介護福祉
課

昨年度に引き続き、介護予防ボ
ランティア養成講座を実施し、
リーダーを各会場に配置する。
また、既存のリーダーたちに対
しても、研修事業やリハ職の巡
回などにより、意欲の向上に努
めることができる機会の提供を
実施する。
会場の新規立ち上げ等の相談が
あれば、包括支援センターの職
員を中心にサポートし、会場数
の増加を図り、既存会場の充実
及び新規会場の開設支援を実施
し、新規参加者数の増加を図
る。

既存の会場の継続支援としてリハビ
リテーション専門職が会場を巡回し
参加者へ助言、また体力測定会にも
参加し適切な測定及び助言を実施し
た。
介護予防ボランティア養成講座受講
者17人中5人がリーダーとなり活動
している。

Ｂ

年度末近くに予定していた周知関連
のイベント（お元気サミット、さく
らまつり等）について、新型コロナ
ウイルスの関係でイベント自体が中
止となったため実施することができ
ず、新規参加者を大きく増やすこと
ができなかった。
既存の会場については、新たなリー
ダーを配置するなど適切な支援に努
めた。

緊急事態宣言を受けすべての会
場で体操を自粛しており、参加
者の心身機能の低下が懸念され
るため。当面はこれを防ぐため
の事業を実施する。
4月にリハ職と連携し、屋内で可
能な簡単な体操を作成。市報
（予定）HP、チラシ等で周知を
図っている。
また、参加者の一部にアンケー
トを実施し、回答内容に応じて
介護予防に関する情報提供を行
う。
これらの内容については、さく
ら体操参加者だけではなく、広
く市民に周知し市内全体の高齢
者の介護予防につなげる。

56

ボランティア
センターでの
活動支援の継
続
※他計画再掲

社会福祉協議会にてボランティ
アセンターを設置し、ボラン
ティア活動の情報提供、活動支
援を行います。

地域福祉
課

ボランティア活動・団体運営に
関する相談及び講座の企画運
営、器材の貸出、市民活動助成
金、広報紙「ぼらんてぃあこが
ねい」の発行並びにホームペー
ジによる情報発信を行う。

ボランティア活動・団体運営に関す
る相談及び講座の企画運営、器材の
貸出、市民活動助成金、広報紙「ぼ
らんてぃあこがねい」の発行並びに
ホームページによる情報発信を行っ
た。 Ａ

事業内容をほぼ達成した。ボラン
ティア活動を活性化させるために引
続き情報発信をしていく。

ボランティア活動・団体運営に
関する相談及び講座の企画運
営、器材の貸出、市民活動助成
金、広報紙「ぼらんてぃあこが
ねい」の発行並びにホームペー
ジによる情報発信を行う。

令和元年度事業名称
(☆新規項

目)

番
号

担当課事業の内容
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令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

57

介護支援ボラ
ンティアポイ
ント事業の推
進

６５歳以上の元気な高齢者の方
を対象にボランティア活動を通
じて、自身の健康増進、介護予
防および社会参加活動を推進す
るための介護支援ボランティア
ポイント事業について、より多
くの方に参加いただくととも
に、参加事業所も増やし、事業
の拡充を図ります。
＜目標＞
登録者　４００人以上
参加事業所　３０事業所以上

介護福祉
課

登録者と参加事業所の増加に向
けて、昨年度の取り組みで効果
のあったものについては引き続
き実施し、見直しが必要なもの
は適宜改善を図る。

登録者の増加に向けて、事業説明会
や対象者が参加しそうなイベント等
での周知活動を実施した。
参加事業所の増加に向けて、事業の
説明や協力依頼を行った。
また、登録者の活動を促すため、活
動に対する意欲の醸成を図るための
登録者向けのイベントを開催する予
定であったが、新型コロナウイルス
の関係で中止となった。 Ｂ

目標に向けて、効果的に数字が伸ば
せるような取り組みを検討し、実施
していく必要があるため。

登録者と参加事業所の増加に向
けて、昨年度の取り組みで効果
のあったものについては引き続
き実施し、見直しが必要なもの
は適宜改善を図る。

令和元年度番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容 担当課
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

（２）高齢者の見守り支援の充実
　①行政による見守り支援

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

58

緊急通報シス
テム・火災安
全システム機
器の貸与の推
進

６５歳以上のひとり暮らし、６
５歳以上のみ世帯（日中又は夜
間のみ独居も可）で、慢性疾患
等で常時注意が必要な方に、利
用者の要望に応じ無線発報器等
を貸与します。

介護福祉
課

引き続き、慢性疾患により常時
注意が必要な高齢者に対し、シ
ステムにより、24時間見守りを
行う。非常時において、警備会
社、利用者間相互の連絡体制に
より、重症化を未然に防ぐよう
努める。また、火災安全システ
ムについては、民間緊急通報シ
ステムに付帯する火災センサー
で対応していく。

無線発報器等貸与　６９件

Ａ

見守りの必要な高齢者に対し無線発
報器等の貸与を行ったため。

引き続き、慢性疾患により常時
注意が必要な高齢者に対し、シ
ステムにより、24時間見守りを
行う。非常時において、警備会
社、利用者間相互の連絡体制に
より、重症化を未然に防ぐよう
努める。また、火災安全システ
ムについては、民間緊急通報シ
ステムに付帯する火災センサー
で対応していく。
しかし、現在申し込みをいただ
いている方についても、「設置
工事に来てもらうのが怖い」と
いう方については設置を保留し
ている状況であり、新型コロナ
ウイルス感染症にどのようにし
ていくか、検討する必要があ
る。

地域福祉
課

近隣住民・商店・医療機関など
と協力し本人をめぐるネット
ワークを民生委員と構築し、見
守り支援体制を整備していく。

民生委員の協力のもと、見守り支援
体制を整備した。

Ｂ

民生委員の欠員の多さから、欠員地
区をカバーするため各民生委員に係
る負担が大きくなっている。見守り
の支援体制を強化するためにも、民
生委員の欠員補充が急務である。

引き続き近隣住民・商店・医療
機関などと協力し本人をめぐる
ネットワークを民生委員と構築
し、見守り支援体制を整備して
いく。

介護福祉
課

例年通り、75歳・80歳の対象者
を訪問して一人暮らし・高齢者
のみ世帯など見守りを必要とす
る方を把握し、近隣関係者とと
もに見守り支援のネットワーク
体制を構築する。

75歳・80歳の対象者を訪問して一人
暮らし・高齢者のみ世帯など見守り
を必要とする方を把握し、近隣関係
者とともに見守り支援のネットワー
ク体制を構築した。 Ａ

例年通り、適切な訪問活動により、
対象者を把握することができたた
め。

例年通り、75歳・80歳の対象者
を訪問して一人暮らし・高齢者
のみ世帯など見守りを必要とす
る方を把握し、近隣関係者とと
もに見守り支援のネットワーク
体制を構築する。

令和元年度

高齢者地域福
祉ネットワー
ク事業の充実
※他計画再掲

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
担当課事業の内容

59

地域の相談役として市民の方と
行政、関係機関との橋渡しの役
割を担う民生委員が、対象者の
方本人の意思確認の上作成し
た、対象者の方本人の個人情報
や家族の方の緊急連絡先等が記
載された個人票をもとに、市が
対象者の方の緊急連絡先を把握
し、必要に応じて、関係機関等
へ情報提供を行い、情報共有を
図ることで、高齢者の方の実態
把握や見守り、支援の協力体制
をつくります。
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令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

60

高齢者見守り
支援事業の推
進

ひと声訪問、友愛活動、高齢者
福祉電話の貸与により、ひとり
暮らしの方等の安否確認を推進
します。
＜目標＞
友愛活動活動員　５人
友愛活動利用者数　１０人

介護福祉
課

引き続き、超高齢社会の進展に
より、住み慣れた地域に高齢者
が安心して住み続けることへの
対応として、ひと声訪問（牛乳
の配達）、友愛活動員の訪問、
高齢者福祉電話の給付をもっ
て、高齢者への見守りを行い、
セーフティーネットとしての役
割を果たすこととする。また、
ひと声訪問、友愛活動、高齢者
福祉電話の貸与により、ひとり
暮らしの方等の安否確認を推進
する。

令和元年度
ひと声訪問（牛乳の配達）２２，１
６４本を１，８４９世帯に配達（本
数・世帯数ともに延べ）

友愛活動活動員　６人

友愛活動利用者数　１２人
　
高齢者福祉電話利用者数　１８人

Ｂ

友愛活動について目標を上回ること
ができたため。ただし、友愛活動員
の高齢化が進んでおり、本来、複数
世帯を担当するべきであるが、１世
帯しか担当できないという方も存在
する。これについて、単純に友愛活
動員を増やすという方向性でよいの
か、検討の必要がある。また、令和
２年２月からの新型コロナウイルス
感染症の影響により、訪問できず電
話訪問のみの状況が続いており、今
後の活動が心配である。
友愛活動以外のひと声訪問・高齢者
福祉電話の利用についても大きな課
題はないため、引き続き推進してい
く。

引き続き、超高齢社会の進展に
より、住み慣れた地域に高齢者
が安心して住み続けることへの
対応として、ひと声訪問（牛乳
の配達）、友愛活動員の訪問、
高齢者福祉電話の給付をもっ
て、高齢者への見守りを行い、
セーフティーネットとしての役
割を果たすこととする。また、
ひと声訪問、友愛活動、高齢者
福祉電話の貸与により、ひとり
暮らしの方等の安否確認を推進
する。
※　各事業について、新型コロ
ナウイルス感染症の影響につい
て検討する。

61

避難行動要支
援者支援体制
の充実
※他計画再掲

災害時等に自力で避難すること
が困難で、家族の方等の支援を
受けられない高齢者の方等を
「避難行動要支援者」として、
避難行動要支援者名簿を作成
し、災害に備えた地域の協力体
制づくりのために必要な情報と
して、市の関係部署、消防署、
民生委員等関係機関と共有しま
す。
また、避難行動要支援者の方に
対して、地域の方に「支援者」
となっていただき、見守りや安
否確認、避難支援の体制を整備
し、安心して暮らせるまちづく
りをめざすためのモデル地区事
業を実施しており、このモデル
地区事業の推進を通じ、支援体
制のさらなる充実を図ります。

地域福祉
課

引続き関係機関、地域の町会・
自治会等と情報共有し、自助・
共助による支援体制の整備を図
る。

　昨年秋に発生した台風１９号の際
は避難行動要支援者名簿を元に民生
委員、行政による電話連絡で安否確
認等を行った。
　モデル地区自治会についても独自
で避難行動要支援者名簿に登載され
ている方に対して電話連絡等をして
いただいた。

Ｂ

モデル地区自治会は前年度と同様の
７自治会であり、安心して暮らせる
まちづくりをめざすため、多くの自
治会に本事業の趣旨をご理解してい
ただく必要がある。

引続き関係機関、地域の町会・
自治会等と情報共有し、自助・
共助による支援体制の整備を図
る。

令和元年度番
号

担当課
事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容
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　②地域のネットワーク

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

62

事業者との連
携による見守
りの推進

地域から孤立しがちな高齢者の
方が、安心して暮らせる地域社
会の構築のために、民間事業者
等と連携し、見守りが必要な高
齢者の方の発見や安否確認に努
めます。市内の商店等に協力を
依頼し、見守り協定をより地域
性の高いものにします。
＜目標＞
協定事業者数の増加

介護福祉
課

引き続き、民間事業者と協定締
結を行い、民間事業者の協力に
よる緩やかな見守り体制の構築
に努める。
また、今年度においては、初の
試みとなる協定締結事業者と本
市の連絡会を開催する予定と
なっている。

令和元年度に協定を結んだ事業者
数：８事業者

Ａ

増加数も多く、充分に目標を達成で
きたため。
さらに、令和元年度においては、初
の試みとなる協定締結事業者と本市
の連絡会を開催することができた。

引き続き、民間事業者と協定締
結を行い、民間事業者の協力に
よる緩やかな見守り体制の構築
に努める。
また、昨年度実施した協定締結
事業者と本市の連絡会を続けて
いけるよう、令和３年度の事業
開始を目指し、準備を行う予定
であるが、令和元年度のような
対面での連絡会の開催は新型コ
ロナウイルス感染症の影響で困
難であるため、対面でなく開催
できる方法を検討する。

20

住民主体の活
動の推進
※本計画再掲

市および各地域包括支援セン
ターに配置されている生活支援
コーディネーターが中心となっ
て、介護予防につながる活動等
に取り組むボランティアや市民
団体等、地域人材の発掘･連携に
努めます。新たに活動を始めた
い方や団体に向けたマッチン
グ、立ち上げ支援、組織づく
り・拠点づくり支援等により、
各圏域の実情に合った住民主体
の取り組みを試行し、多様な
サービスや通いの場づくりにつ
なげていきます。
＜目標＞
住民主体の取り組みの試行　４
圏域

介護福祉
課

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努め、生活支援連絡会や協議
体を通じて必要なサービスの調
整や地域資源の掘り出しを進め
る。

第2層生活支援コーディネーターが
活動や2層協議体（小地域ケア会
議）を通じて、圏域の課題やニーズ
の把握に努めた。
新たな活動を始めようとしている団
体に対しては、住民主体で活動が継
続できるよう必要な支援を実施し
た。
また、「シニアのための地域とつな
がる応援ブック」については、各種
活動の成果により掲載団体を増やす
ことができた。

Ｂ

活動の場について、コーディネー
ターが継続的に関わることで住民主
体に移行していくことが難しい事例
が生じている。コーディネーター等
が関わらずとも活動を続けていける
ような支援が必要なため。

第1、2層コーディネーターを中
心に、地域課題やニーズの把握
に努めるとともに、通いの場な
どへの支援を実施し、社会福祉
協議会などの関係機関と連携し
ながら住民主体の活動の推進を
図る。

令和元年度番
号

事業の内容
事業名称
(☆新規項

目)
担当課
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令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

63

見守り支援の
協力体制の検
討

認知症高齢者の方の所在が不明
になる等、緊急時に地域福祉関
係者等が中心となって、地域で
捜索に協力できる見守り支援の
協力体制を検討するとともに、
引き続き、各関係機関との連携
強化を図ります。

介護福祉
課

「高齢者地域福祉ネットワーク
に登録している満75歳以上の一
人暮らし高齢者、満75歳以上の
高齢者のみ世帯の高齢者、要介
護３から５の認定のある方」の
情報を地域福祉課へ提供する。

「高齢者地域福祉ネットワークに登
録している満75歳以上の一人暮らし
高齢者、満75歳以上の高齢者のみ世
帯の高齢者、要介護３から５の認定
のある方」の情報を地域福祉課へ提
供した。 Ａ

事業対象の部分については、関係課
と適切な連携が図れているため。

「高齢者地域福祉ネットワーク
に登録している満75歳以上の一
人暮らし高齢者、満75歳以上の
高齢者のみ世帯の高齢者、要介
護３から５の認定のある方」の
情報を地域福祉課へ提供する。

令和元年度

担当課事業の内容
事業名称
(☆新規項

目)

番
号
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（３）権利擁護の充実
　①権利擁護事業の推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

介護福
祉課

経済課と連携し、市内高齢者に
対して消費者被害の防止を呼び
掛けていく。また、経済課で行
う事業の周知については、事業
者に向けても情報が発信できる
方法を検討し、実施する。

相談事例において、消費者被害が疑
われる場合などは、経済課消費生活
相談室と連携するよう、地域包括支
援センターへの周知に努めた。ま
た、小地域ケア会議に経済課に参加
してもらい関係者等への周知を図っ
た。

Ｂ

相談窓口として、地域包括支援セン
ターとの情報共有等はできている
が、事業者等への情報発信の方法な
どについて不十分な部分があると思
われるため。

経済課と連携し、市内高齢者に
対して消費者被害の防止を呼び
掛けていく。また、経済課で行
う事業の周知については、小地
域ケア会議以外にも、事業者に
向けて情報が発信できる方法を
検討し、実施する。

経済課 高齢者見守り協力者向けの講座
について、対象者を高齢者（見
守り利用者）と見守り協力者
（包括支援センター、介護事業
所職員、民生委員等）が一緒に
受講可能な講座を開催してい
く。包括支援センターや介護施
設等で実施される事業に参加さ
せていただき、利用者やその家
族、福祉施設関係職員向けに講
座を実施する。

高齢者向け消費者被害をテーマにし
た講座を5回（参加者105人）、あん
しん見守りガイドを用いての高齢者
見守り協力者向けの講座を7回（参
加者309人）、また社会福祉協議会
と連携し一人暮らし高齢者に向けた
消費者被害防止の講座を5回（参加
者123人）実施した。

Ｂ

高齢者向けの講座については、悪質
商法の手口や被害の状況など未然防
止のための啓発・注意喚起を行っ
た。見守り協力者向けの講座につい
てはシルバー人材センター職員や、
自治会、老人会と連携し、都の出前
寄席と共に消費生活相談による出前
講座を実施。被害の実情や手口を伝
え前年度に比べ多くの方に相談室の
ご案内と消費者ホットライン188の
周知を行うことができた。一方で連
絡調整をこまめに取れなかったた
め、包括支援センター、介護事業所
の職員、民生委員に向けての講座を
実施することができず、またこれら
の施設が主催する事業に参加するこ
とができなかった。

引き続き高齢者見守り協力者向
けの講座について、高齢者（見
守り利用者）、見守り協力者
（包括支援センター、介護事業
所職員、民生委員等）が個別に
または一緒に受講可能な講座を
開催していく。包括支援セン
ターや介護施設等で実施される
事業に参加し、利用者やその家
族、福祉関係職員向けに講座を
実施する。

65

福祉サービス
苦情調整委員
制度の継続
※他計画再掲

福祉サービスに対する市民の方
からの苦情に公平かつ適正に対
応し、信頼性と福祉の向上をめ
ざすことを目的として設置され
た福祉オンブズマン制度につい
て周知を図ります。

地域福祉
課

市報・ホームページにおける広
報のほか、苦情処理の流れを示
したリーフレットを市内各施設
に設置し、周知を図っていく。

市報・ホームページにおける広報の
ほか、苦情処理の流れを示したリー
フレットを市内各施設に設置し、周
知を行った。

Ａ

周知の結果、苦情相談等の件数は８
件。事務局が対応して委員への相談
に至らなかった件数は２４件。委員
の丁寧な対応と適切なアドバイスに
より、多くは相談者の納得を得て終
了している。
また、苦情ゼロを目指して、福祉部
門を始め各部の職員に対し委員が講
師となって研修を実施し、内部への
制度周知と窓口対応技術の向上を
図った。

市報・ホームページにおける広
報のほか、苦情処理の流れを示
したリーフレットを市内各施設
に設置し、周知を図っていく。

64

消費者被害の
防止の推進

高齢者の方および高齢者の周囲
の方（見守り協力者の方）向け
に消費者講座を開催し、悪質商
法の最新手口や対処法について
の周知や注意喚起を行います。
また、地域包括支援センター、
介護サービス事業所、市介護福
祉課および消費生活相談室等の
関係機関が協力して情報共有を
含めた協力体制を促進し、高齢
者の方の消費者被害防止のため
の体制強化を図ります。

事業名称
(☆新規項

目)
担当課

番
号

事業の内容
令和元年度
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令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

66

権利擁護セン
ター利用の推
進
※他計画再掲

権利や財産を守ること等を目的
とし、認知症高齢者の方や要介
護高齢者の方等で判断能力に不
安のある方に対し、成年後見制
度推進事業や地域福祉権利擁護
事業（日常生活自立支援事業）
を行っている権利擁護センター
の利用の推進を図ります。

地域福祉
課

判断能力が不十分な方に権利や
財産を守ること等を目的として
地域福祉権利擁護事業（日常生
活自立支援事業）や成年後見制
度を継続実施し、その方々の意
思決定等を支援する。また、権
利擁護に関する相談を中心に、
市民後見人の養成や成年後見人
を取り巻く環境の改善のための
ネットワークの構築、市民に広
く成年後見制度等を知っていた
だくための講演会などを企画実
施する。

生活保護受給者が金銭管理等の支援
が必要な場合は、権利擁護センター
を紹介し利用につなげた。受給者が
センターを利用している場合は、そ
の受給者についてセンター職員と情
報交換をし、協力して支援を行っ
た。成年後見制度の利用が必要と
なった方の状況確認や、今後の方向
性についてセンター職員や他課と連
携し、支援の方策を検討した。

認知症のある高齢者や要介護高齢者
の相談業務を行い、日常生活自立支
援事業の利用へつなげた。特に成年
後見制度を必要とする認知症高齢者
や虐待高齢者に対し、必要に応じ
て、権利擁護センターの持つ機能を
紹介し、利用につなげることがで
き、より連携した対応が可能になっ
た。

Ａ

市と権利擁護センターで、日常的に
密に連携を取り、協力して支援を
行った。

市民に対し必要な情報提供ができ、
適切に権利擁護センターとの連携協
力体制ができた。

判断能力が不十分な方に権利や
財産を守ること等を目的として
地域福祉権利擁護事業（日常生
活自立支援事業）や成年後見制
度を継続実施し、その方々の意
思決定等を支援する。また、権
利擁護に関する相談を中心に、
市民後見人の養成や成年後見人
を取り巻く環境の改善のための
ネットワークの構築、市民に広
く成年後見制度等を知っていた
だくための講演会などを企画実
施する。

番
号

事業名称
(☆新規項

目)
事業の内容 担当課
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　②高齢者虐待防止対策の推進

令和元年度 令和２年度

事業予定 事業実績 事業
評価 評価の理由 事業予定

67

高齢者虐待の
防止

虐待を受けた高齢者の方を適切
に保護するため、関係機関等と
連携し、迅速な対応ができる体
制を整備します。また、「小金
井市高齢者虐待対応マニュア
ル」を活用するほか、市民の方
に対しても市報等により、高齢
者虐待についての啓発や虐待対
応窓口の周知を図ります。高齢
者虐待が疑われる場合は、必要
に応じて、介護の必要な高齢者
の方を一時的に保護し、養護者
の方に対しては、介護負担軽減
等の適切な支援を図ります。

介護福祉
課

平成２９年度に改定した小金井
市高齢者虐待対応関係者向けマ
ニュアルを用いて、関係機関に
高齢者虐待への対応を周知して
いく。また、高齢者虐待が疑わ
れる場合は、必要に応じて、介
護の必要な高齢者の方を一時的
に保護し、養護者の方に対して
は、介護負担軽減等の適切な支
援を図っていく。

虐待事例の対応や事例検討会の中
で、高齢者虐待、またその支援につ
いて、マニュアルを用いて地域包括
支援センター職員と理解を深めるこ
とができ、その上で市職員や地域包
括支援センターが関係機関と連携し
て対応した。介護保険に関する刊行
物の中に地域包括支援センターの権
利擁護業務について掲載し、高齢者
虐待の防止について広く啓発した。
事例検討会：年4回実施

Ｂ

高齢者虐待についてより広く市民の
理解を得るために引き続き啓発して
いくべきである。今後も事例検討会
を継続し地域包括支援センター全体
で知識を共有し対応力の向上を図る
必要があるため。

平成２９年度に改定した小金井
市高齢者虐待対応関係者向けマ
ニュアルを用いて、関係機関に
高齢者虐待への対応を周知して
いく。また、高齢者虐待が疑わ
れる場合は、必要に応じて、介
護の必要な高齢者の方を一時的
に保護し、養護者の方に対して
は、介護負担軽減等の適切な支
援を図っていく。

令和元年度番
号

事業名称
(☆新規項
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